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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 

  令和４年３月１４日（月）午前１０時     開会 

              午後 ２時４６分  閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 
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  委 員 長 弘  豊 副委員長 嶋野浩一朗   委  員 村上 英明 

  委  員 西谷 知美 委  員 出口こうじ   委  員 三好 俊範 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山 一正  教育長 箸尾谷知也 

  教育総務部長 小林 寿弘  次世代育成部長 橋本 英樹 

上下水道部長 末永 利彦  教育総務部次長 野本 憲宏 

  上下水道部次長 西 川  聡  教育総務部参事兼学校教育課長 河平 浩一 

次世代育成部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎   

上下水道部参事兼水道施設課長 樫本 宏充  教育政策課長 松田 紀子 

経営企画課長 谷内田 修  料金課長 千葉 郁子   

下水道事業課長 竹下 博和  教育政策課参事 北野 人士   

学校教育課参事 武田 進介 

 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 大西 健一  同局書記 速水 知沙 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和４年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第１０号 令和３年度摂津市一般会計補正予算（第１５号）所管分 

  議案第 ２号 令和４年度摂津市水道事業会計予算 

  議案第１１号 令和３年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号） 

  議案第 ３号 令和４年度摂津市下水道事業会計予算 

  議案第１２号 令和３年度摂津市下水道事業会計補正予算（第２号） 
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議案第１７号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分 

議案第２１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件 

議案第２３号 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定

の件 
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（午前 １０時 開会） 

○弘豊委員長 ただいまから、文教上下水

道常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は村上委員

を指名します。 

 議案第２号及び議案第１１号の審査を

行います。 

 この２件について、補足説明を求めます。 

 末永上下水道部長。 

○末永上下水道部長 議案第２号、令和４

年度摂津市水道事業会計予算につきまし

て、目を追って主なものについて補足説明

をさせていただきます。 

 予算書３４ページ、令和４年度摂津市水

道事業会計予算実施計画説明書をご参照

願います。 

 まず、収益的収入でございます。 

 款１水道事業収益、項１営業収益、目１

給水収益は、前年度に比べ１，３０５万３，

０００円の減額でございます。これは主に

一般家庭や事業所などからの従量料金の

減少によるものでございます。 

 目２受託工事収益は、前年度に比べ９３

４万７，０００円の増額でございます。こ

れは主に連続立体交差事業における設計

委託料の増加によるものでございます。 

 目３受託事業収益は、前年度に比べ７０

８万１，０００円の増額でございます。こ

れは、下水道使用料徴収受託料の増加によ

るものでございます。 

 目４他会計負担金は、前年度に比べ１８

万２，０００円の増額でございます。これ

は、消火栓管理負担金の増加によるもので

ございます。 

 目５その他営業収益は、前年度に比べ、

１０３万５，０００円の増額でございます。

これは主に工事検査手数料の増加による

ものでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は、前年度に比べ２６万７，０００円の

減額でございます。これは、貯金利息の減

少によるものでございます。 

 目２土地物件収益は、前年度に比べ１０

８万６，０００円の増額でございます。 

 目３納付金は、前年度に比べ８３３万３，

０００円の増額でございます。これは、主

に新設戸数の増加によるものでございま

す。 

 ３６ページ、目４他会計負担金は、前年

度に比べ２万円の減額でございます。これ

は、主に児童手当負担金の減少によるもの

でございます。 

 目５長期前受金戻入は、前年度に比べ５

３万５，０００円の増額でございます。こ

れは令和３年度以前に取得した固定資産

を財源として充当した交付金などの長期

前受金について、当該資産の減価償却費見

合い分を収益化するものでございます。 

 目６消費税還付金は、前年度に比べ３，

０１５万１，０００円の減額でございます。

これは、消費税申告時の還付金の減少によ

るものでございます。 

 目７雑収益は、前年度に比べ１５４万２，

０００円の減額でございます。これは、主

に大阪広域水道企業団からの負担金の減

少によるものでございます。 

 次に、収益的支出でございます。 

 款１水道事業費用、項１営業費用、目１

原水・浄水及び送水費は、前年度に比べ１，

４４６万６，０００円の増額でございます。

これは、主に井戸洗浄作業委託料の増加に

よるものでございます。 

 ４０ページ、目２配水給水費は、前年度

に比べ２７５万６，０００円の減額でござ

います。これは、主に検定満期量水器取替

業務委託料の減少によるものでございま
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す。 

 ４２ページ、目３受託工事費は、前年度

に比べ８５１万７，０００円の増額でござ

います。これは主に連続立体交差事業設計

業務委託料の増加によるものでございま

す。 

 ４４ページ、目４業務費は、前年度に比

べ１５６万９，０００円の増額でございま

す。これは、主に水道料金システム保守業

務委託料の増加によるものでございます。 

 ４６ページ、目５総係費は、前年に比べ

７８４万円の増額でございます。これは、

主に人件費の増加によるものでございま

す。 

 ５０ページ、目６減価償却費は、前年度

に比べ９７６万１，０００円の増額でござ

います。これは、主に令和３年度に取得し

た固定資産に係る減価償却費の増加によ

るものでございます。 

 目７資産減耗費は、前年度に比べ２，０

９８万９，０００円の増額でございます。

これは、固定資産除却費の増加によるもの

でございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、前年度に比べ２０万６，０

００円の増額でございます。これは、企業

債利息の増加によるものでございます。 

 目２雑支出は、前年度と同額の２００万

円でございます。 

 項３、目１予備費は、前年度と同額の１，

０００万円でございます。 

 続きまして、５２ページ、資本的収入で

ございます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

前年度に比べ２億４，１９０万円の減額で

ございます。これは、主に施設改修事業債

の減少によるものでございます。 

 項２、目１他会計負担金は、前年度に比

べ皆増でございます。これは、水道料金シ

ステム更新に係る下水道事業会計からの

負担金でございます。 

 項３、目１交付金は、前年度に比べ１，

８８３万５，０００円の減額でございます。

これは、交付金対象事業の減少によるもの

でございます。 

 次に、資本的支出でございます。 

 款１資本的支出、項１建設改良費、目１

施設改修費は、前年度に比べ３億４，３５

０万１，０００円の減額でございます。こ

れは、主に施設改修工事の減少によるもの

でございます。 

 目２固定資産取得費は、前年度に比べ４，

８１８万円の増額でございます。これは、

主に水道料金システム更新に係る費用の

増加によるものでございます。 

 ５４ページ、目３配水管整備事業費は、

前年度に比べ４，７７２万６，０００円の

減額でございます。これは、主に配水管布

設工事の減少によるものでございます。 

 項２、目１、企業債償還金は、前年度に

比べ１，７１１万８，０００円の増額でご

ざいます。これは、企業債元金償還金の増

加によるものでございます。 

 項３、目１交付金返還金は、前年度に比

べ１７０万７，０００円の増額でございま

す。 

 項４、目１予備費は、前年度と同額の５

００万円でございます。 

 以上、議案第２号、令和４年度摂津市水

道事業会計予算の補足説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第１１号、令和３年度

摂津市水道事業会計補正予算（第３号）に

つきまして、目を追って主なものについて

補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書１７ページ、令和３年度摂津
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市水道事業会計補正予算実施計画説明書

をご参照願います。 

 まず、収益的収入でございます。 

 款１水道事業収益、項１営業収益、目２

受託工事収益は、１，４４０万円の減額で、

これは公共下水道工事などに伴う給配水

管移設工事費の減少によるものでござい

ます。 

 次に、収益的支出でございます。 

 款１水道事業費用、項１営業費用、目１

原水・浄水及び送水費は、３４万３，００

０円の減額で、これは、人事院勧告による

期末手当の減少によるものでございます。 

 目２配水給水費は、４６７万６，０００

円の減額で、これは、主に検定満期量水器

取替業務委託料の減少によるものでござ

います。 

 目３受託工事費は、１，３２７万６，０

００円の減額で、これは、主に公共下水道

工事などに伴う給配水管移設工事の減少

によるものでございます。 

 目４業務費は、４８万５，０００円の減

額で、これは、人事院勧告による期末手当

などの減少によるものでございます。 

 目５総係費は、４００万２，０００円の

増額で、これは、主に一般会計負担金の増

額によるものでございます。 

 １８ページをお開きください。 

 続きまして、資本的収入でございます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

３，１７０万円の減額で、これは、施設改

修事業債の減少によるものでございます。 

 次に、資本的支出でございます。 

 款１資本的支出、項１建設改良費、目１

施設改修費は、４，９９２万３，０００円

の減額で、これは、主に施設改修工事の減

少によるものでございます。 

 目２固定資産取得費は、７２万８，００

０円の減額で、これは、量水器購入費の減

少によるものでございます。 

 目３配水管整備事業費は、２９万６，０

００円の減額で、これは、人事院勧告によ

る期末手当などの減少によるものでござ

います。 

 以上、議案第１１号、令和３年度摂津市

水道事業会計補正予算（第３号）の補足説

明とさせていただきます。 

○弘豊委員長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

 出口委員。 

○出口こうじ委員 では、予算概要から数

点質問させていただきます。 

 １４０ページ、人件費事業についてです。 

 会計年度任用職員が５人ということで、

令和３年度は一人だったみたいですけど、

その概要をお聞かせください。 

 続きまして、予備費についてです。摂津

市水道事業会計予算書では予備費が５０

０万円とあったように思うのですが、予算

概要１４４ページ、こちらでは１，０００

万円となっているので、その違いを教えて

ください。 

 次に、昨日和歌山市を通っていると、例

の破損した水管橋がすごい工事をされて

いました。物すごいお金がかかっている大

工事でした。摂津市でもあのように水管橋

が折れてしまうようなことがないように、

点検をされたと思うんですけど、改めまし

て摂津市内の水管橋がどうなっているか

というのをお聞かせください。 

 あと、前々から質問されているとは思う

んですけども、銀行引き落とし以外の支払

い方法、例えば三好委員が以前にも質問さ

れていましたクレジットカード払いとか、

そういうことの進捗状況や取り組みにつ

いてお聞かせください。 
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 以上です。 

○弘豊委員長 答弁を求めます。 

 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 そうしましたら、

まず、質問番号１番の予算概要１４０ペー

ジ、会計年度任用職員の人数についてお答

えいたします。 

 令和４年度につきましては、この業務費

で会計年度任用職員の一般職給を計上さ

せていただいておりますけれども、令和３

年度については、別の費用で計上しており

ます。そのためこの項目だけ見ると人数が

ふえているように見えますが、全体的な人

数としては令和３年度、令和４年度ともに

変更がない予定となっております。 

 続きまして、質問項目２番の予算概要１

４４ページの予備費についてですけれど

も、水道事業、下水道事業もそうですけれ

ども、収益的収支と資本的収支に予算が分

かれておりまして、こちらの１４４ページ

の予備費は収益的収支の予備費となって

ございます。 

 １４８ページを御覧いただきたいと思

うんですけれども、１４８ページの資本的

収支の予備費として５００万円を計上し

ております。同じ名称で混乱しやすいとこ

ろですけれども、それぞれ収益的収支で１，

０００万円、資本的収支で５００万円の予

備費を計上しているということでご理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、水管橋の破

損についてご説明させていただきます。 

 和歌山市で水管橋の破損の管がありま

した後すぐに調査を行いまして、今のとこ

ろ調査について異常は発生しておりませ

ん。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、料金課が関わ

ります質問番号４番の銀行以外の引き落

としについてお答えさせていただきます。 

 現在、摂津市では、口座振替ということ

で銀行引き落としのほかに、銀行の窓口に

ご自分で持っていっていただく銀行納付、

あとご自分でコンビニで支払ってもらう

コンビニ納付、あとは、上下水道部の窓口、

宿日直でもやっているんですけれども、窓

口納付ということで４種類ございます。 

 口座振替につきましては、２月２８日ま

でで、１３万件ほどありまして、あと先ほ

どの銀行、コンビニ、窓口納付につきまし

ては、自主納付という言い方をしているん

ですけれども、こちらにつきましては６万

１，４００件ほどございます。 

 あとクレジットカードの支払いという

ことでご質問があったんですけれども、ク

レジットカードにつきましては、近隣の市

町村につきましても問い合せをさせてい

ただくんですけども、令和３年８月現在で、

大阪府内で実施の予定をしているという

ところが５市ぐらい、実施済みが１市とい

うことで聞いております。クレジットカー

ドの引き落としの手数料につきましては、

口座振替手数料、コンビニ納付、あと令和

３年４月からやっているキャッシュレス

決済の手数料と違って、クレジットにつき

ましてはその水道料金に対しての手数料

ということで変動になってしまうので、今

いろいろと研究しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 ありがとうございま

す。 
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 では、２回目の質問をさせていただきま

す。 

 会計年度任用職員の人数に関しては理

解しました。ありがとうございます。 

 ２番目の質問、予備費の件ですけど、予

備費がどういう使われ方をされるかとい

うのを教えてください。 

 ３番目、異常なしということで、引き続

きああいう事故が起きないように点検を

よろしくお願いいたします。 

 クレジットカード払いの件ですけど、や

はり手数料が高くなるので難しい問題も

あるかもしれないですけども、支払いしや

すくなるように、難しいかもしれないです

けども、これは引き続き進めてください。

これは要望となります。 

 ２回目は以上です。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号２番の予備費についてお答えいたしま

す。 

 予備費については、毎年度、当初予算を

それぞれ計上させていただいております。

その中でその年度に実施する事業を網羅

して予算として計上しておるんですけれ

ども、その年度、執行していく中で、どう

しても突発的な事故とか、そういったもの

もございます。そういった事故への対応の

ための緊急的な支出に対してこの予備費

を適切な科目に計上した上で執行すると、

そういうものになっておりまして、先ほど

も申し上げましたように、大体が事故関係

です。事故とか、訴訟の委託とか、そうい

ったどうしても当初予算を編成する中で、

想定をなかなかしにくい費用に対して支

出するものとして計上しております。 

 以上です。 

 追加ですけれども、収益的収支１，００

０万円で、資本的収支が５００万円と、こ

のあたりの金額も違っておるんですけれ

ども、収益的収支については、先ほど言っ

た修繕関係のほか、消費税関係の支出があ

った場合にこちらから支出することがご

ざいますので、金額的には少し多くなって

おります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 ありがとうございま

した。本当に和歌山に応援も行っていただ

いて、私の親戚も和歌山市内に住んでいる

んですけど、非常に助かったと喜んでおり

ました。 

 財政が非常に厳しいとは思うんですけ

ども、引き続き安全な水を提供していただ

くために、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 予算書８ページの受託

工事収益が前年より９００万円多くて、受

託事業が７００万円多いんですけれども、

ご説明いただければと思います。 

 同じく８ページの雑収益について、その

内訳を教えてください。 

 資産消耗費が２，０００万円ふえている

んですけれども、その詳細について教えて

いただければと思います。 

 ９ページの収入の中で資本的収入が２

億円ぐらい令和３年度と比べて下がった

のは、大体どういうことか教えていただけ

ればと思います。 

 ５番目、交付金返還金が１７０万円ほど

多いので、そちらの内容についても教えて

ください。 

 次に、２０ページの特殊勤務手当がある

んですけれども、これの具体的な内容を教

えてください。 



- 8 - 

 

 ２５ページについては、出口委員の質問

とかぶるかもしれないんですけれども、他

会計からの異動による増が５人あったの

は何か戦略があったのか、もう少し詳しく

教えていただければと思います。 

 １２ページに戻ります。 

 雑支出が４，０００万円ぐらい減ってい

るので、前年と比べて何か要因があったの

か、教えてください。 

 １５ページの固定負債合計が１億７，０

００万円ふえたので、これの内訳について

教えてください。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、順番に答弁を求めま

す。 

 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、一番最初の

質問の１番、８ページの受託収益について

のご説明をさせていただきます。 

 これは水道の、例えば、３５ページに収

入の、内容が書かれてはいるんですけれど

も、公共下水道工事に伴う給配水管の移設

工事や連続立体事業における設計の委託

料と、このような工事とか、委託での数の

大小によって金額は毎年変わっていく性

質のものでございます。 

 この工事につきましては、全て工事の発

注は我々でするので、支出もあるんですけ

れども、その分に見合った事務費を加えた

分が収入という形でここへ入ってくると

いうものでございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号２番、８ページのその他営業収益の雑収

益の減少についてお答えいたします。 

 こちら、雑収益については、大きく二つ

計上しておりまして、まず一つは用地占用

料、関電の電柱とか、あとは自動販売機を

設置される業者から土地代として頂いて

いるものとなっております。 

 もう一つが、水道施設課で計上しており

ます、一般細菌に係る採水の運搬費用につ

いて計上しておりまして、こちらが令和３

年度から令和４年度に比べて１５４万２，

０００円減少しておりまして、全体として

この減少額になっております。 

 続きまして、３番の資産減耗費でござい

ます。 

 資産減耗費については、資産を除去した

場合にその資産が価格が残っていた場合、

費用として計上するものになっておりま

す。令和４年度につきましては、千里丘送

水所の受変電設備の更新を予定しており

ますけれども、その受変電施設の設備につ

いて、価値がまだ残っておりますので、更

新に伴ってこの資産減耗費を計上いたし

ております。 

 続きまして、質問番号４番、予算書９ペ

ージの資本的収入の減少の要因について

お答えいたします。 

 資本的収入につきましては、多くは企業

債というものになっております。この企業

債は、施設改良、管の整備とか、施設の更

新とか、そういったものをする際に企業債

として公的機関からお金を借りたり、銀行

からお金を借りたりして、その財源に充て

るものとなっております。これについては、

事業費に応じて収入も決まってまいりま

すので、令和４年度については施設改修費

用等が減少したため、この資本的収入の企

業債についても減少しております。 

 それから、続きまして、同じく９ページ

の支出の交付金返還金でございます。 

 交付金につきましては、これも一定の更

新費用に対して国から交付金等を頂いて

おります。頂く際には、消費税を含んだ金



- 9 - 

 

額で交付金を算定して、交付金を収入いた

しておりますけれども、消費税の関係で、

消費税を負担しなかった場合、その分につ

いては、国に返還しなければならないとい

うルールになっておりまして、２１０万４，

０００円につきましては、令和３年度に収

納いたしました交付金に係る返還金とな

っております。 

 続きまして、質問項目６番の特殊勤務手

当についてお答えいたします。 

 特殊勤務手当につきましては、幾つかご

ざいますけれども、主なものといたしまし

ては、水道料金の徴収に従事した職員に対

する徴収業務等従事手当、それから、水道

管の修繕等に従事した職員に対して支給

する修繕作業等従事手当、そういったもの

が代表的なものになっております。 

 それから、１２ページ、の雑支出につい

てお答えいたします。 

 雑支出については幾つかこれも項目が

あるんですけれども、経営企画課に係るも

のに関しましては、消費税の計算上、また

これも控除対象外消費税というものがご

ざいまして、消費税の計算過程において、

実際には支出していないけれども、予算と

して経理しなければならない費用という

ものがございまして、そういったものをこ

の雑支出で計上しております。 

 それから、続きまして、１５ページの固

定負債の主な内容についてお答えいたし

ます。 

 固定負債につきましては、こちらにあり

ますように、企業債、それから、退職手当

給付引当金、それから、修繕引当金等がご

ざいますけれども、一番大きなものといた

しましては、先ほども申し上げました企業

債、施設とか、管の整備の際に発行した、

いわゆる企業債、借金が主なものとなって

おりまして、近年、水道管の整備を大分計

画的にやっておりますので、この企業債が

ふえてきている状況になっております。 

 それから、人件費です。先ほどの会計年

度任用職員の件で、先ほども答弁申し上げ

ましたけれども、業務費で今回４人分計上

させていただいております。令和３年度に

ついては、配水給水費においても会計年度

任用職員の給料を計上しておりましたけ

れども、そちらを今回整理したことによっ

てこの増減が出てきているという状況に

なっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 委託の大小によって収

入が変わってくるということですけれど

も、２回目の質問として、委託されるもの

は自然発生的なものなのか、あるいは、や

はり収入が余りにも予測できない状態だ

と運営が難しいと思うので、そういったも

のはある程度予測がつくのか、予測がつか

ないのかということをお聞かせください。 

 雑収入について、自動販売機の設置をし

たら、そこの部分の土地の占用料が入って

くる、そういった収入もあるんだというこ

とで理解いたしました。 

 ３番目は千里丘変電所の資産に対して

の金額ということで理解いたしました。 

 ４番目の企業債についてですが、施設改

修費が減少したためにということだった

ので、こちらについても、ある程度予測で

きるものなのかどうかをお聞かせくださ

い。 

 ５番目について、消費税を最初に負担す

るか、後ほど支払うかの違いということで

理解いたしました。 

 ６番もそういった消費税に関すること

ということで理解しました。 
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 ７番目の固定負債についても、水道管の

工事がふえたり減ったりすることで変わ

ってくるということで理解いたしました。 

 水道管については、東京都よりも大阪府

の方が老朽化が進んでいるということが

経済紙の記事になっていました。現在摂津

市において、大体何割ぐらいが老朽化して

更新の対象になっているのか、お聞かせい

ただければと思います。 

 特殊勤務手当について、水道料金の徴収

とか、水道管作業ということで、主にその

二つが特殊勤務の対象ということで理解

いたしました、ありがとうございます。 

 職員数の問題について、やっぱり職員の

高年齢化、２０代、３０代の職員が非常に

少ないということが以前から言われてい

たので、今回若手職員がふえたのかと思っ

てしまって質問したんですけれども、やは

り経験が非常に大事な水道事業ですので、

若手の方をふやして技術継承していく努

力をいただければと思います。こちらは要

望としてお願いいたします。 

 ２回目は以上です。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、質問一つ目

の受託工事の収益について、見通しがある

のかどうかというご質問についてお答え

させていただきます。 

 我々の水道工事の場合主にあるのは、公

共下水道工事の埋設に伴いまして、水道管

が障害になるから移設をしてくださいと

いうものがあります。これは大体予算の決

まるときぐらいまで、翌年の分につきまし

ては大体秋ぐらいまでには決まっており

ます。これも実際工事を行いまして、地下

埋設の状況、あるいは、工事の工夫によっ

て、その移設が発生をしないという場合も

あります。ただ、やはり一応机上では支障

になるということは前もって分かってい

るところは、水道の移設についてはそのよ

うな形でさせてもらっています。 

 また、令和４年度につきましては、阪急

電鉄の連続立体交差事業に係る、今までと

違う特別な要因で多くなっております。こ

れはどこを移設しなければいけないかと

いうのを協議しておりますので、予算を組

むまでにはおおよそどこの範囲をすると

いうことは決められております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、企業債

の関係で、先々の予測ができるのかという

ご質問だったかと思うんですけれども、こ

の企業債については、先ほども申し上げま

したように、事業費の一定割合、今ですと

事業費の６５％を賄う金額について企業

債を発行しているという状況になってお

ります。毎年度予算を編成する上で、担当

課から次年度の事業量、工事の概要につい

て内容を確認した上で、歳出予算として計

上しておりまして、それに対して企業債を

収入として計上するということになって

おります。 

 毎年の予算についてはそういう形で金

額を決めておりますけれども、先々の金額

についても、計画的に更新をしていくとい

うことをやっておりますので、箇所につい

てはまだ決まっていない部分もございま

すけれども、おおよその事業量としては

先々、この年にはどれくらい、この年には

どれくらいという形で計画を立てており

まして、それを具体化したものが予算であ

ると認識していただければと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、経年管につ
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いてのご質問についてお答えさせていた

だきます。 

 一応法定耐用年数が４０年で、そこを境

に経年管となってくるんですけども、令和

２年度末におきまして、摂津市の経年管率

は４６．１％という形になっております。

決してこれはほかの市町村に比べて低い

わけではありません。かなり経年化されて

いるとは認識をしております。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 ２回目の質問に対する

回答をありがとうございます。阪急電鉄の

連続立体交差事業や今後は千里丘駅西地

区の再開発もありますし、正雀エリアの道

路整備もあります。大きな工事が続くと思

うので、しっかり予算を立てて、実行でき

るように要望としておきます。 

 経年管について、これは破損したり破裂

したりしてしまったら、先ほど出口委員も

おっしゃっていましたけれども、たくさん

の方々に、市民はもちろん、摂津市内を通

られる方にもご迷惑をおかけすることに

もなりますし、生活にも影響が起こってき

ますので、計画を立てて、しっかり実施で

きるよう、要望としておきます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 何点かお尋ねさせてい

ただきたいと思っています。 

 まず、１点目ですけども、３ページで、

年間総給水量とか、給水人口とか書いてあ

ると思うんですが、その中で給水人口は、

令和４年度は減るという予測を立てられ

ており、その一方で、給水コストはふえて

いると。また、年間総給水量とか、１日平

均給水量は増加となっていますから、人口

が減っているけれども給水量がふえてい

る要因についてどういう分析をされてい

るのかお尋ねしたいと思います。 

 ２番目ですけれども、予算書の３０ペー

ジで債務負担行為が計上をされています。

その中の確認ですけども、上から二つ目の

建物等総合管理事業があります。令和４年

度といたしましては１，０２８万２，００

０円が債務負担とされているんですけど

も、その中で、令和３年度の予算書におい

ては、令和３年度から令和４年度というこ

とで１，１７１万７，０００円が計上され

ているんです。ということは、数字の読み

方の確認ですけども、その差額は令和３年

度に１４３万円ほど払って、令和４年度は

１，０２８万円ほど払うという見方でいい

のかどうか、それを確認をさせていただき

たいと思っています。 

 ３番目ですけども、予算書の３５ページ

で、先ほど補足説明がありましたけども、

従量料金の件でございます。 

 その中で、臨時用がふえているんですけ

ども、内容について確認をしたいのと、臨

時用ということですけど、これは単年度と

してのものなのか、継続性があるものなの

かということで確認も含めてさせていた

だきたいと思っています。 

 ４番目ですけど、予算書の３５ページで、

土地使用料というので若干補足説明のと

きに触れられておられましたけども、四つ

あるうちの、旧鳥飼送水所跡地、太中浄水

場、鳥飼送水所、この三つがふえていると

思うんですけども、その増額の内容につい

て確認をしたいと思います。 

 ５番目ですが、予算書の４７ページ、歳

出で、水道料金システム保守業務委託料が

２９１万５，０００円ということですが、

委託の内容についてご説明をお願いをし

たいと思います。 

 ６番目ですけれども、歳出の５１ページ
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で、職員研修費については、先ほど技術的

なものというふうに触れられていました。

職員の研修費で２２万３，０００円が計上

されているんですけど、その研修内容は、

どういう内容なのか、それを今後どう展開

されていくのかということで１回目お尋

ねしたいと思っています。 

 次、７番目ですけども、５１ページで、

保険料の中で、水道賠償責任保険料が計上

されておりまして、令和４年度は８６万５，

０００円で、令和３年度に対して倍ぐらい

見ておられるということなので、その増額

の理由についてお尋ねしたいと思います。 

 ８番目ですけども、５１ページで、固定

資産除却費が計上されています、２，９１

３万円について、固定資産除却費の内容の

確認させていただきたいと思っています。 

 最後９番目、経常利益のことについて確

認ですけども、私が計算した限りでは、経

常利益いうのが、令和３年度の予算は令和

２年度の決算に対して減っている。令和４

年度の当初予算も、令和３年度の当初予算

から見た限りは経常利益は減っていると

読み取れたんです。その辺の経営的なこと

で認識をどのようにされているのかとい

うことをお尋ねしたいと思います。 

 それから、補正予算ですが、１７ページ

で、概略説明もございましたけども、公共

下水道工事等に伴う給配水管移工事が減

少したということでありました。これは下

水道事業の理由ですけども、その理由につ

いて確認も含めてさせていただきたいと

思っています。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 それでは、答弁を求めます。 

 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、村上委員の

一つ目の質問にお答えさせていただきま

す。 

 給水人口が減りながら、戸数がふえて、

１日当たりの給水量がふえているという

ことについてのご質問ですけど、給水人口

が減っていまして、戸数がふえるというこ

とは核家族化という形になってきていて、

その分が反映されていると思われます。 

 また、給水量につきましてですけども、

やはり事業用の水、会社へ配水する量があ

りますので、その辺、計算の中で人口の数

が減った分ですけれども、事業用の給水量

の落ち込みが大きければ、給水量が減って

くるという形にはなるかと思っておりま

す。 

 事業用の給水量の影響が大きいと、そう

いう理由だと考えております。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号２番の予算書３０ページ、債務負担行為

に関する質問にお答えいたします。 

 債務負担行為に関する調書、こちらの表

は、委員がおっしゃった２行目の建物等総

合管理事業でいいますと、当該年度以降の

支払い義務発生予定額、これが期間４年、

それで、金額が１，０２８万２，０００円

になっていると。こちらの考え方について

ということだったんですけれども、これに

つきましては、当初債務負担行為を設定す

る際に、債務負担行為に係る期間、限度額、

内容、こういったものを定めさせていただ

いております。これを設定した後に契約行

為をし、事業を執行していくわけですけれ

ども、複数年度にわたる事業となっており

まして、それに係る執行額がだんだん積み

重なっていって、それに対して当該年度以

降の支払義務発生予定額が減っていくと

いうものになっております。ですから、こ

の支払義務発生予定額の横の前年度末ま
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での支払義務発生（見込）額、こちらが事

業を進めていく上でだんだんとここに数

字が積み重なって、その分当該年度以降の

支払義務発生予定額が減っていくという

ものになります。 

 そのため、この前年度末までの分と当該

年度以降の数字を足しますと、この限度額

１，５９８万５，０００円に合致するとい

うことになっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、質問番号３番

の水道料金の従量料金の臨時用の件につ

いてお答えさせていただきます。 

 まず、臨時用ということですけれども、

こちらにつきましては、臨時給水というこ

とでございまして、給水の保証金でござい

ます。給水保証金ということで、工事をす

るときなどにまずお金を口径１３ミリと

２０ミリについては５万円を先にお支払

いいただいて、口径２５ミリ以上について

は１０万円、５０ミリ以上については管理

者が定めるということで、まず保証金を入

れてもらって、そこからまた差金を返すと

いうことでさせてもらっているのが、臨時

給水、給水保証金のことでございます。 

 これですが、予算を設定させていただく

ときに、令和元年度と令和２年度について

は、コロナの影響とかで、使用については

横ばいだったんです。令和元年度、令和２

年度が１，３００万円ほどあったんですけ

ども、見込みとしてそれが４００万円ぐら

い上がるだろうということで、臨時用とい

うことで、今回予算としてあげさせていた

だいています。予算としては前年から６４

６万円ほどあげさせていただいています。 

 あと、継続か、臨時用かということです

けども、工事ということでさせていただく

ので、継続は余りないと思っております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号４番の土地使用料についてお答えいた

します。 

 土地の使用料につきましては、委員もお

っしゃっていただきましたように、太中浄

水場の用地使用料とか、旧鳥飼送水所跡地

の土地の使用料、こういったものになって

おります。 

 これら使用料につきましては、平成３０

年に一応使用料の算定根拠を見直しさせ

ていただきまして、その際に旧の使用料と

新しく設定した使用料、この差が大分乖離

していましたので、激変緩和措置を取ると

いうことで、減免割合を少しずつ減らして

いく、金額を高くしていくという取決めを

一般部局とさせていただいております。 

 そのため、令和３年度の使用料について

は６割減免としておりましたけれども、令

和４年度については最終の５割減免とい

う形にさせていただいておりまして、その

ため、先ほど委員がおっしゃった土地の使

用料が増額になっているという状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 質問番号５番の水道シ

ステムの委託内容の件でございます。 

 水道料金システムにつきましては、再構

築ということで取り組んでおりまして、ま

ず、今ある既存の水道料金のデータの精査

です。特殊な環境ということで、マッキン

トッシュを使っているので、それを将来的

にはウインドウズのクラウド化というこ

とになるので、内容のデータの精査という

ことから始まりまして、あとデータの移行
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作業、マッキントッシュからウインドウズ

にデータ移行ができるかどうかというこ

とで、そのデータ移行のテスト、それで、

移行の計画とかも策定した上で、試験稼働

したうえで稼働までこぎ着けるというこ

とです。あとは、検針員がハンディターミ

ナルという機械を使っていて検針をして

いたんですけども、それもスマートフォン

での検針に変わるので、職員と検針員の操

作研修もございます。あとは今回新しく新

事業として、水道のポータルサイトという

ことも併せてほぼ同じ稼働ということで

見込んでおりまして、今委託の準備をさせ

ていただいております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号６番、予算書５１ページの研修費の内容

についてお答えいたします。 

 研修費については、金額的には令和３年

度と令和４年度を比べますと若干減って

おりますけれども、この中で予定しており

ます受講数についてはふやしておりまし

て、充実を図っておるところでございます。 

 予定の受講人数につきましてもふえて

おりまして、受講数でいいますと、令和３

年は七つの研修を予定しておりましたけ

れども、令和４年度は九つの研修を予定し

ております。 

 人数につきましては、受講者数、令和３

年度９人を予定しておりましたけれども、

令和４年度は１１人を予定しているとい

うものになっております。 

 また、この研修の内容につきましても特

にふえているのが、技術系の研修をふやし

ておりまして、今後も水道事業を運営して

いく上で、職員の技能の継承、そういった

ものに寄与していける研修をしていきた

いと考えております。 

 それに加えて、担当課でも課内で研修会

を実施したり、ＯＪＴを実施していただい

ておりますので、そういった面で外部の研

修と内部の研修と、それぞれ実施をして、

技術継承をしていっていただきたいと考

えております。 

 続きまして、質問番号７番、同じく５１

ページの保険料の増加の理由でございま

す。 

 この保険料については、基本的には水道

管の延長等に基づいて保険料が決定され

るものとなっておりますけれども、過去３

年間の保険料の支払いが多額になった場

合、割増しをするという算定になっており

まして、令和２年１０月、千里丘で発生し

ました、水道管漏水によるガス管の破損事

故、その際の損害賠償の額が８９０万円余

りあったんですけれども、これに対して同

額が保険金として支払われた関係で令和

４年度の保険料が増額になっているとい

う状況でございます。 

 続きまして、質問番号８番の同じく５１

ページ、固定資産除去費でございます。 

 これにつきましては、先ほど西谷委員か

らもご質問がありましたけれども、内容と

しては同じものになっておりまして、増額

の理由としては、千里丘送水所の受変電施

設の除去というものですけれども、これは

あくまでも資産を入れ替えたり、資産を廃

棄するときに帳簿上、価値が残っていたら

固定資産除去費として費用計上するとい

うものになっております。 

 続きまして、質問番号９番の経常利益に

ついてでございます。 

 経常利益につきましては、委員がおっし

ゃったように、年々利益が減少していると

いう状況になっております。 
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 これは給水収益が減少する一方で費用

がふえているためにそういった状況にな

っておるんですけれども、費用については

固定資産の減価償却費、そういったものが

近年ふえてきておりまして、それ以外にも

動力費、燃料費関係の単価が高騰している

こと等もございまして、費用が増加してい

ると。これについては様々な経営努力をし

て、少しでも経費節減に努めて、経常利益

の確保を今後もしていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、補正予算に

ついての移設工事の減少の理由というこ

とですけども、これは下水道工事について

１か所、当初は移設を予定しておいたとこ

ろが、何とか移設をせずに工事ができたと

いうことで、この工事自体がなくなったと

いう形で減少しております。 

○弘豊委員長  村上委員。 

○村上英明委員 じゃあ、２回目何点か質

問も含めてですが、要望するところは要望

の項目とさせていただきたいと思ってい

ます。 

 一番最初の業務の予定量ということで、

先ほど給水人口等々の件でお話をさせて

いただきましたけども、核家族化もあって、

戸数はふえているけども人口は減ってい

るというご答弁でありました。 

 ただ、一方で、企業の分がふえているん

だというお話でございましたけども、確認

も含めて教えていただければと思うんで

すが、料金とこの給水量、この二つの項目

について、一般家庭用と事業用はどのくら

いの比率であるのか、ということを教えて

いただきたいと思っています。 

 ２番目の債務負担行為につきましては、

総額が変わっていないということでした

ので、それの確認をさせていただきました

が、この点は分かったのでありがとうござ

います。 

 次、３番目でございます。 

 従量料金の臨時用ということでござい

ます。これは工事の関係のことでというこ

となので、これについては内容確認でした

ので分かりました。ありがとうございます。 

 ４番目ですが、土地使用料についてです

が、減免がなくなってくるということであ

りました。確認ですけども、減免がなくな

ってくるということは、この使用料を支払

う方の負担がふえてくるのかと思います。

その辺をどう認識されているのかという

ことで２回目、お尋ねしたいと思います。 

 ５番目ですが、水道料金システム保守業

務委託料で、システムを変えていくという

ことでした。現行のハンディターミナルで

の検針がスマホに変わってくるというこ

とですが、このシステムを入れることによ

っての効果をどのように認識されている

のかをお聞きします。それと、開閉栓の手

続は、使用状況照会がオンライン化されて

いると思うんですけども、そのオンライン

化での効果をどういうふうに見ておられ

るのか、２回目お尋ねしたいと思います。 

 ６番目ですが、個人の技術を高めていく

という面では、研修は本当に必要な部分だ

と思いますし、やっぱり現場に行って、や

っと技術というものを勉強できるという

部分もあるかと思いますから、こういう研

修はしっかりとこれからも継続をして、技

術の継承、技術の向上という面で、ますま

す費用対効果を高めていただくような研

修をお願いしたいということで、要望とし

ておきたいと思います。 

 ７番目の水道の賠償責任保険料の件で
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ございます。 

 事故があれば保険料が上がるというこ

とであったと思います。今後は老朽管の解

消等もしていかないといけないので、その

設備の点検において事故のないように、こ

れからも取り組んでいっていただきたい

ということで、要望としておきたいと思い

ます。 

 ８番目の件でございます。固定資産の除

却の件につきましては分かりました。あり

がとうございます。 

 ９番目で経常利益のことですけども、下

水道事業もそうですけど、水道事業におい

ても、やはり公営という名前はついている

けども、やっぱり一つの企業ということで、

収支のやりくりをしていかなければいけ

ないと思います。企業なので、給水収益と

か、受託の工事とか、そんな様々なもうけ

をしながら、歳出を減らしていくという、

こういう経営努力はこれからも必要なこ

とだと思います。そういうやりくりをしな

がら、今後見込まれております水道料金の

値上げは慎重に考えていただいて、極力そ

の時期を後に延ばしていけるような経営

努力というのをしっかりとしていただき

たいというので、これは要望としておきた

いと思います。 

 １０番目、最後ですけども、補正の部分

でございます。下水道の工事がなくなった

ということで、これは下水道の設計努力に

よるものなのかと思いますけども、移設の

工事についてはどうしても上下水道でリ

ンクをしてくるものだと思います。 

 ただ、市内の道路の掘削という面では極

力工事がないほうがいいので、そういう面

も含めて、これから移設工事は極力回避し

ていただけるように、下水道事業ともその

調整をしながら取り組んでいっていただ

きたいということを要望としておきます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、村上委員の

２回目の質問で、事業用の分と一般の家庭

用の分についてですけども、金額ですけれ

ども、大体全体の１８％程度が事業用の料

金になっているという構成になっており

ます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号の４番の２回目、土地の使用料について

お答えいたします。 

 土地の使用料、貸付先は消防の庁舎の使

用料、それから、ゲートボール場の使用の

ための土地ということで、貸付先は消防総

務課と、それから高齢介護課、この二つの

課に貸付けをいたしております。 

 消防総務課に貸付けをしているものに

つきましては、公用の使用ということで減

免の規定はございませんけれども、高齢介

護課に貸付けいたしておりますものにつ

きましては、地元の方が健康増進のための

ゲートボールであったり、そういったもの

に使用するということで、公益性を考慮い

たしまして減免をしているという状況に

なっております。 

 その減免の規定につきましても、先ほど

も申し上げましたように、だんだんと減免

の割合を減らしてきておりますけれども、

この令和４年度の減免割合、５割をもって

最終的な形とさせていただく協定を結ん

でおりますので、翌年度、令和５年度以降

は使用料についてふえていくということ

はございません。 

 また、使用料の負担増については、先ほ

ども申し上げましたように、高齢介護課、

それから、消防総務課から使用料を頂戴し
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ておりますので、基本的には税で負担して

いただいているという状況になっており

ます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、質問番号５番

の水道システムの導入後の効果というこ

とでお答えさせていただきます。 

 まず、セキュリティー面ということで、

クラウド化ということでさせていただく

ので、災害にも強いということがございま

すし、あと使用するのがＬＧＷＡＮのＡＳ

Ｐということで、かなり閉ざされた世界と

いうことで、セキュリティーについても定

評があるものということで聞いておりま

す。 

 それに、あと開閉栓につきましても、イ

ンターネットで２４時間開閉栓受付です

とか、ご自身の水道使用状況の照会が可能

ということで、ポータルサイトということ

でかなりすごく便利になるということと、

あともう一つが、今のところですけど、デ

ータについては今のシステムから取り出

すのをＳＥにお願いしてデータを取り出

したりしていたんですけども、それが新し

いシステムではＣＳＶ出力ができるとい

うことで、統計とかもとりやすくなるかと

は思っております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ３回目は要望とさせて

いただきたいと思っています。 

 まず、１点目の給水の件でございます。 

 料金については約１８％が企業の分だ

ということでありますから、摂津市は４，

０００件を超える企業等々もありますし、

毎月、３０万円も４０万円も水道料金を使

っておられるという企業もあります。これ

から人口が減ってくれば、企業の割合がふ

えてくるのかと思います。これからそうい

う面も含めて、しっかりと収益確保という

面にも目線を向けないといけない部分が

あると思いますので、しっかりと注視をし

ながら取り組んでいっていただきたいと

いうことで要望としておきたいと思いま

す。 

 ４番目の土地使用料の件でございます。 

 確認をさせていただき、ありがとうござ

います。５割減免がこれで最終だというこ

とでございます。この補填の分は税金なの

で、これからこの数年使用される方々の負

担もこのままでいけるということであっ

たと思います。ただ、このゲートボールも

コロナでほとんど使用されていないとこ

ろですが、また今後活発に使用されるよう

になれば地域の健康増進や発展にもつな

がってくるかと思いますから、これから整

備も含めて、またしっかりと目線を地域に

向けていっていただきたいということを

要望としておきたいと思います。 

 ５番目ですが、料金システムの件でござ

います。 

 検針員の業務軽減にもつながってきた

らと思います。これからスマホとなって、

またさらにデータ化して、分析につながっ

てくるのかと思いますから、こういう効果

をしっかりと高めていっていただくよう、

これからこのシステム化についても取り

組んでいっていただきたいと思います。開

閉栓も２４時間受付ということですから、

市民サービスの向上にもつながります。こ

ういうことにもしっかりと目線を向けて、

市民サービスの向上に取り組んでいって

いただきたいということで要望として私

の質問を終わりたいと思います。 

○弘豊委員長 では、三好俊範委員。 
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○三好俊範委員 それでは５点だけ質問

させていただきます。 

 １点目、予算書の中で４ページ、村上委

員からもあった分で、債務負担行為の中で、

新しく出てきたものの内容についていま

一度お話しいただければと思います。 

２点目で、５ページの企業債で、排水管

整備事業があります。老朽化等々の分に対

して対応していくというものになってい

ると思います。市の資産ではないですけど、

先ほども少し話が出ていました、各家庭に

枝分かれしているものについてです。他市

でよくそういう管が老朽化してきて、破裂

して漏水してしまっている件が出てきて

います。それに関しては、個人の資産です

ので、本市で修復する義務はないんですが、

そういう案件について本市でも問い合せ

等々が多くなっているのかどうか、その推

移についてお伺いしたいと思います。 

 ３番目、これはずっと聞いてきておりま

すけども、２５ページ、職員の年齢や人数

の分布についてです。なかなか抜本的な対

策は難しいのかと思っています。 

 １点お伺いしたいのが、大阪広域水道企

業団に参加せざるを得ない場合において、

よくあるのが、会計の問題もあるけども、

職員の不足も大きな要因だという話をよ

く部長がされています。今のところ、毎年、

１歳若返っているという形で理解できる

んですけれども、このままいけば、本市に

おいてもいつか頭打ちになることがある

のかどうか、そのあたりの推移について、

一度お伺いしておきたいと思います。 

 続きまして、４番目、委託料に関してで

す。 

 コンビニ収納業務等委託料について、こ

れも毎年ずっと聞かせていただいていて、

電子マネーを導入していただいたという

のは大変ありがたいと思います。この委託

料の予算が前年度よりも上がっています

ので、その要因についてお伺いしたいと思

います。 

 ５番目、これは先に質問がありましたが、

５１ページの固定資産除去費についてで

す。先の委員の質問の追加になるんですが、

本市においては企業会計にしたのが遅い

んですけど、そこから減価償却を始めてい

ったという歴史があると思うんです。それ

によって減価償却が追いついていない部

分があるのかと思います。なぜ追いつかず

残っているものがあるのか、そこについて

説明をお願いしたいと思います。 

 すみません、以上５点です。 

○弘豊委員長 では、答弁を求めます。 

 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、まず、

質問番号１番の予算書４ページの債務負

担行為についてお答えいたします。 

 まず、今回新規で計上しているものをご

紹介させていただきますと、まず、一番上

の施設改修事業費については新規のもの

となっております。２行目の運転監視等業

務委託料につきましては更新の分でござ

います。３番目の財務会計システムの保守

業務委託料につきましても、契約としては

新規ですけども、内容的には財務会計シス

テムを更新して、それに対する保守委託料

という形になっております。 

 ４行目の工事積算システムの利用権、こ

れについては全くの新規でございまして、

積算用のソフトを利用するための費用、こ

れについて今回債務負担行為を設定させ

ていただいております。 

 それから、次の５行目の料金システムの

保守業務委託料、これにつきましても、料

金システムを更新いたしますけれども、内
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容的にはこれまでと同様、システム保守の

業務委託ということになっております。 

 次の行のプリンター保守業務委託料に

つきましても、内容的には料金システムと

同じ中でやっていたんですけれども、これ

については別契約としてやっていくと。そ

のほうが経費を節減できるのではないか

ということで、これは別契約にしておりま

すが、内容的にはこれまでも実施していた

ものとなっております。 

 下から２行目の水道料金徴収業務等委

託料につきましては、一部はこれまでもや

っておりましたけれども、ここについては

委託業務を少し追加して契約をしていき

たいと考えております。 

 一番下の宿日直業務委託料、これにつき

ましては更新業務ということになってお

ります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、三好委員の

一つ目の質問に関連する、配水管整備につ

きましての老朽化での修繕の推移という

ことについてのご説明をさせていただき

ます。 

 委員がおっしゃるとおり、給水管につき

ましては個人の財産になっておるんです

けれども、水道メーターまでは一応事業者

側の責任範囲ということで、そこまでは修

繕を我々で行っているという形になって

おります。 

 修繕の件数ですけれども、平成３０年度

ぐらいから令和３年度ぐらいまでは高止

まりの数でずっと上昇しており、あくまで

も発注件数だけですけれども、我々が業者

に修繕を発注する件数につきましてもか

なり高い状態でずっといっていると。件数

的には７０件ほどのオーダーでずっと発

注しているという形になっております。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号３番の予算書２５ページ、２６ページに

かけての職員の件でございます。 

 委員もおっしゃっていただいています

とおり、大阪広域水道企業団に参加してい

く団体の中で、人員の問題を考えて入って

いく団体があることは承知しております。

しかし、本市についてはやはり人員の問題

というよりも、市民の目線で見て、市民に

何がしかの利益がある、そういった場合に

ついて大阪広域水道企業団に参加してい

くことを考えていこうと、そういった考え

で部内としては統一しておるところです。 

 今後の職員については、令和３年４月に

も水道施設課新規採用職員を配置してい

ただいております。職員の高齢化について

は部の中でも大変重要な課題であると認

識しておりまして、人事課と協議している

状況でございます。 

 新規職員の採用については市全体の問

題として人事課で取り扱っていただいて

おりますけれども、そういった上下水道部

の現状をきちんと人事課にはお伝えをし

て、いろいろと考慮していただいていると

ころでございます。そういったものがこの

令和３年４月１日の新規職員の採用にも

つながっていっているものと考えており

ます。 

 今後についても、そういった状況をきち

んと人事課にお伝えをして、市全体の中で

きちんと考えていっていただけるように

していきたいと考えているところです。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、質問番号４番

のコンビニ収納業務等委託料が昨年度よ
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りふえている件ということでございます。 

 昨年度から金額にして３８万５，０００

円ふえておりまして、こちらにつきまして

は、コンビニの手数料自体は令和２年度、

令和３年度の２月末までということで見

積りを出させてもらっているんですけど

も、大体５万３，０００円ぐらいで余り変

わりはないんです。それ以外のものとして、

口座振替のデータ伝送委託料ということ

で、同じ委託料のものがこちらに新たに入

ったということが増加の原因でございま

す。 

 こちらにつきましては、口座振替データ

ということで、今まではＩＳＮネット、い

わゆるＩＳＤＮ回線で、そのデータを送っ

ていたんですけども、令和６年１月からそ

れが廃止になりまして、それに代わるもの

ということで役所から金融機関へのデー

タ伝送の構築となります。これは一般会計

と一緒にさせてもらうということで、導入

費ですとか、一般会計の口座振替をしてい

るところと一緒にすることによって、かな

りのコストダウンが見込めるということ

で一緒にさせていただくことになります。 

 実際はこれが令和４年１０月からにな

りますので、６か月分を計上しております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号５番、予算書５１ページの固定資産除去

費についてお答えいたします。 

 固定資産につきましては、有形固定資産

については、一部を除きましてその価格の

１００分の９５までを減価償却するとい

うルールになっております。そのため、使

用期間が満了しても５％の価値が残りま

すので、価値がゼロになるというわけでは

ないために、この固定資産の除去費が発生

するものとなっております。 

 千里丘送水所の受変電設備については

取得価格が高かったため、その５％相当分

もかなり高額なものになっておりまして、

そのため令和４年度も除去費が膨らんで

いるというものになっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 では、２回目お聞きしていきたいと思い

ます。 

 一つ目、債務負担行為についての説明、

概略という形でしていただきました。内容

については理解したところはあるんです

が、またおいおい個別で聞いていきたいと

思います。内容については理解したので大

丈夫です。 

 二つ目、修繕の部分で、７０件ほどある

ということです。 

 個別に対応するのは、なかなか難しいと

思うんですけど、老朽化してきたそれぞれ

の給水管については、システム等を使って

ある程度は予想がつくと思うので、例えば

広報とかを使って、見直ししてみませんか

というような呼びかけみたいなものをし

てみてもいいんじゃないかと思います。 

 破裂してしまってから修繕に走ったと

しても、その方も困りますし、市としても、

漏水で水が地下に失われて水道料金を徴

収できないわけですから。まさか自分の家

の水道管が壊れるなんてって、多分考えて

もいないと思うんです。この注意喚起は、

今後考えていってもらえればと思います

ので、要望としておきます。 

 続きまして、３番目かな、職員の年齢に

関してです。おっしゃっていただいたよう

に、いろいろ考えて、職員が高齢化しよう

が、それが摂津市民のためにならないので
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あれば、大阪広域水道企業団に参加しない

というのは、理解できますし、私もそう思

います。 

 以前にも答弁いただきましたけれども、

技術や技能については、やはり経験の差が

すごく大きいという話をされていました。

それを養成していくには長い年月がかか

るとおっしゃっていましたので、こちらに

関して、先ほどの給水管の修繕とかもそう

ですけど、本当にこれから先、いろんな技

術が必要になる場面がますますふえてく

ると思うので、これまで以上に技術を持っ

た人員の数が必要になってくると思いま

す。 

そこの配置に関しては、より慎重に、より

計画的にしていただきたいと、これも要望

としておきます。 

 次に、コンビニ収納に関してです。出口

委員からもありましたけど、私はずっと電

子マネーとか、コンビニ収納、クレジット

カード払いをやってほしいという話をさ

せていただいて、もう５年ぐらいたつかと

思います。令和３年度から電子マネーに対

応していただいて、まだ１年たっていない

ので、数字が出ないかもしれないんですが、

どの程度の利用率が見込めているのか、現

状を教えてください。 

 少ないのであれば少し見直しも必要だ

と思いますし、その辺を一度教えていただ

きたいと思います。 

 ５番目、固定資産除去費について、１０

０分の９５、常に５％残るということで以

前にも聞いておりました。 

 令和４年度に関しては、母数が大きい部

分があったので金額が上がったというこ

とです。使い続ける限り最終的に５％ずっ

と残っているという感覚だと思うんです

けど、これは平準化できているのか、そこ

だけ教えていただきたいと思います。 

 同時期に一気に敷設した経緯がありま

すので、この５％がまとめて押しかかって

くることがないのか、そこに関して一度教

えていただきたいと思います。 

 ２回目、以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、質問番号４番、

２回目の今の利用率ということでお答え

させていただきます。 

 今最新で２月の２８日までの収納部分

ですけども、キャッシュレス決済というこ

とで、今、件数２，７９５で、全体の割合

として１．５％です。 

 それ以外のコンビニですとか、あと窓口、

それと銀行でご自分で払いに行くのが、５

万８，５７２件、これが３０．５％、自主

納付としては、この二つを合わせて３２％、

それ以外の口座振替が１３万５５２件で

６８％、トータルで１００％になります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号５番の除去費の平準化についてお答え

いたします。 

 水道事業では、令和元年度に水道事業経

営戦略を策定いたしております。そこで今

後の収益の見通しでありますとか、施設の

更新の見込みを計画として立てておりま

す。 

 その中で、費用として減価償却費、それ

から固定資産の除去費、こういったところ

が大きな金額になっておりますので、一定

程度の経費を見ております。 

 そこで、更新に伴って除去が発生いたし

ますので、更新も平準化いたしております

ので、除去についても一定程度の平準化を

して費用として見込んでいる状況になっ
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ております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ３回目、ありがとうござ

います。 

 １点、質問し忘れていたんですけど、確

認させいただきます。企業債の金利につい

ては、どういう傾向なのか、上がり傾向な

のか、今までと一緒なのか、そこだけ教え

ていただきたいと思います。 

 ２点目、キャッシュレス決済が２，７９

５件で全体の１．５％ということで、１年

目でそこまで認知度も上がっていない中

では思ったよりは件数があったのかと思

います。 

 このキャッシュレス決済について、クレ

ジットカードの採用はずっと要望させて

もらっていて、手数料については受益者負

担でいいからやったらいいんじゃないで

すかと言ってきました。クレジットカード

を導入している市で手数料を受益者負担

している市が、たしかあったと思うので、

本市において導入できない理由をもう一

回詳しく教えていただきたいと思ってい

ます。 

 ５番、最後の分、固定資産除去費に関し

ては、平準化されているということで、理

解しました。結構大きな金額になりますの

で、そこに関しては安心しました。今後も

よろしくお願いいたします。 

３回目は以上です。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 企業債の借り入

れ利率の近年の傾向というご質問にお答

えいたします。 

 水道事業につきましては、企業債を借り

る際には、大阪府知事と協議をして、おお

よその借り入れ先も協議しながら同意を

もらって借りるという流れになっており

まして、水道事業については、財務省から

の借り入れ、それから地方公共団体金融機

構、これは全国の公共団体から出資してつ

くっている団体ですけれども、そういった

公的資金と呼ばれる資金からの借り入れ

のみとなっておりまして、今のところ企業

債の残高のうち、銀行等の民間から借りて

いる資金はない状況になっております。 

 ただ、財務省、それから先ほど申し上げ

ました地方公共団体金融機構から借りて

いる金利につきましても、平成の当初はか

なり高い金利でございました。その分がま

だ若干残っておりますけれども、近年は金

利が低下してきておりまして、直近もそん

なに大きく金利としては、上がってきてい

る傾向はないものと考えておりますが、社

会状況に応じて、最近いろいろとございま

すので、金利の情勢については、注視をし

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、三好委員の質

問番号４番、３回目、なぜクレジットカー

ドで料金の引き落としができないかとい

うことについてお答えさせていただきま

す。 

 私が令和３年４月に料金課に着任させ

てもらって、そのときにキャッシュレス決

済ができるということで、すごく便利にな

ったと私も感じました。逆に、クレジット

カードができていないのは何でだろうと

私も思ったんです。 

 いろいろ調べさせていただいたときに、

分かったことをお伝えをさせていただき

ます。 

 まず、先ほどもあったんですが、口座振

替手数料は、今１０円でございます。あと
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コンビニ収納手数料は５５円ということ

で、これは水道料金に関わりなく、１件当

たりの手数料の金額が決まっています。 

１件当たり固定の金額ということになり

ます。クレジットカードにつきましては、

水道料金自体に対して手数料１％から

３％ということで、変動になってしまうと

いうことと、受益者負担を考えたときに、

水道料金につきましては、位置づけとして

商品の代価ということになるということ

です。商品の代価であって、カード決済す

る場合の手数料は、カード会社の取り決め

により、現金払い利用者とクレジットカー

ド払いの利用者との間に差が出ないよう

に、決済手数料を利用者ではなく加盟店、

水道料金については水道事業者が支払う

ことになっています。もし決済手数料を利

用者、いわゆる受益者負担にすることによ

っては、規約違反ということになりかねな

いということが分かりました。 

 それで言えば税金につきましては、総務

省で、全体的に標準化して、クレジット支

払いできるということで、これが平成１８

年の３月１３日付の総務省の通知によっ

て、納税者本人に手数料負担させてもいい

ということらしいんです。 

 何故かというと、これは法令に基づく納

税義務ということで税金が位置づけされ

るので、国税ですとか地方税につきまして

は、利用者負担でもいいという一定の見解

ができているみたいです。 

 それで言えば、逆に言えば変動しますし、

またポイントがついたりということにな

るので、公平性に欠けてくるのかというこ

ともあって、今のところ慎重に研究させて

いただいている途中になります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ３回目、ありがとうござ

います。 

 クレジットカード払いの件、私の記憶違

いかもしれませんが、受益者負担でやって

いた市がたしかあったと思うんです。もう

一回調べてみます。 

 ただ、やっぱりクレジットカード払いは

便利だと思うので、私が話を聞いたところ

でも、別に手数料を取られてもいいからク

レジットカードで払いたいという人が結

構多くいます。例えば、クレジットカード

決済の申し込みをしていただくときに、手

数料に充てるための何か固定の費用を頂

くであるとか、カード会社を絡まさなくて

も、何かやり方としては別にあると思うん

です。 

 徴収率については、滞納が多くなって、

それに対して督促の手紙を出すぐらいで

あれば、便利な決裁方法をふやしたほうが

徴収率も上がるんじゃないかと思います。 

 結果的に督促を出す切手代やら人件費

やらを考えたら、マイナスにはならない可

能性もあるんじゃないかという話をずっ

とさせていただいたと思います。サービス

向上の面もありますけど、職員側の手間も

減らせるようになるかもしれないので、な

るべく導入に向けて前向きな検討を進め

ていただきたいと、要望しておきます。 

 企業債の利率は上がっていないという

ことで理解しました。 

 最近社会情勢が危ういので、これからま

たもしかしたら利率が上がってくるのじ

ゃないのかと危惧しているところです。 

 先ほどおっしゃられたように、銀行とか

民間企業からは一切借りていないという

ことなので、なかなか難しいところあると

思うんですけ、推移を注視していただくよ

う、よろしくお願いして質問終わりたいと
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思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私も何点かお聞かせ

いただきたいと思います。 

 まずは、施設改修で、今回千里丘送水所

の受変電設備の更新が計上されておられ

ます。 

 この内容については、単純な更新という

ことでいいのか、また新たな機能が加わる

のか、少しその点についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから、これも以前から申し上げてい

ることかもしれませんけれども、私は戦略

的に、太中浄水場の井戸水については、く

み上げる量を減らしていって、延命化を図

っていくべきでないのかと思っています。

令和４年度でその考え方についてどうな

のか、その点も一度確認をしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それから、これは村上委員もおっしゃっ

ておられましたけれども、研修について、

令和４年度は、研修を受講する人数もふや

していくと、またその受講する講座もふや

していくということですけれども、今の技

術的なところも含めて課題意識をどの辺

りに持っておられるのか。 

 例えば、水質の管理のことであるとかね、

いろんな課題があったと思うんですけれ

ども、令和４年度どういった課題意識をも

ってこの研修を考えていかれるのか、その

点についてもお聞かせいただきたい。 

 それから最後に、令和４年度も施設、そ

してまた基幹管路を耐震化していくと思

っていますけれども、令和４年度１年間事

業を終えたときに、どういった姿を期待さ

れておられるのか、その点についてもお聞

きしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、嶋野委員の

１回目のご質問についてお答えさせてい

ただきます。 

 まず、受変電設備についてですけども、

これは令和３年度から受変電設備の更新

工事は行っておりました。これも機能的に

は今のままの機能を新たに更新というこ

とで、設備が新しくなって信頼性の向上と

いうことは効果としてはあると、このよう

に考えております。 

 次に、太中浄水場の自己水の井戸のこと

についての考えですけども、これにつきま

しては、令和４年度につきましては太中浄

水場の井戸の洗浄を１本させていただき

ます。 

 そこの井戸につきましては、出水が大分

落ちているということもありますので、こ

れにつきましては、くみ上げの増強を図り

たいと考えてはおります。 

 ただ、くみ上げの揚水量につきましては、

やはり延命ができる程度のくみ上げの量

ということで、今のイメージ的には令和３

年度の量が大体基本になるのかと。それで

いけば恐らくもう少し長く使えるのでは

なかろうかと考えております。 

 ただ、井戸の状況によりまして、また変

わってくると思いますが、今の時点ではそ

のように考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、３番目

の技能研修について、令和４年度の課題意

識、どういったところになっているのかと

いうことでございます。 

 令和４年度は、研修といたしましては、

技能系の研修を少し令和３年度よりもふ
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やしているところでございますけれども、

委員もおっしゃっていただいていますと

おり、水質管理に係る部分の職員の手当に

ついては、今回の研修費用としては見てい

ない状況ではございますけれども、水道事

業、安心安全な水を供給していく上では、

水質管理については、大変重要なものであ

ると認識しております。 

 そういったところで、水道施設課におい

ても職員間でいろいろと技能研修をして

いただけるように課内研修等の充実を図

っていただきたいと経営企画課としても

思っておりますし、担当課においても、同

じように水質の部分の職員については課

題があるという認識を持って協議を進め

ております。 

 そのほかにもいろいろと課題がござい

ますけれども、担当課ときちんと意思疎通

を図りながら、人事課に協議すべきところ

は協議していきたいと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、嶋野委員の

質問で令和４年度の末の耐震の関連につ

いての１年後の状況についてというご質

問についてお答えさせていただきます。 

 まず、水道施設ですけども、配水池につ

きましては、令和４年度におきまして中央

送水所の１号配水池、完成しまして供用開

始します。 

 引き続き、令和４年度から２年間かけて

ですけど、中央送水所２号の配水池の今度

耐震補強工事ということで、潰すのではな

くて、鉄筋の補強をすることで耐震化をし

ていくということを予定しておりまして、

これができるときには、当初予定していた

ものについては出来上がるという形にな

ります。 

 引き続きまして、管路の耐震化ですけれ

ども、令和２年度につきましては、耐震化

の基幹管路が３２．３８％、それから全管

路で１１．１８％という形になっておりま

す。 

 大体毎年管路全体につきましては、１％

ずつぐらいの耐震化率を上昇させていま

すので、令和４年度につきましては、１

３％程度までは全管路としてはやってい

きたいと、このように考えています。 

 基幹管路に関しましてですけれども、基

幹管路につきましては、現場状況もかなり

厳しいところがあります。引き続き続けて

いくところではあるんですけど、若干延び

が下がる形で考えておりまして、これにつ

きましては、令和４年度末では３４％中頃

ぐらいという形で行きたいと、このように

考えております。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ２回目、要望でとどめ

たいと思っておりますけれども、まず千里

丘の送水所の件については、機能的には単

純に更新していくんだというお話だった

と思います。 

 本市の場合は、土地的な状況もありまし

て、この電気系統をしっかり整えていくと

いうのは、非常に重要だと思うんです。自

然流下が期待できないわけですから、そう

いう点で言いますと、しっかりとこれから

も更新は計画的に当たっていただきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 それから太中浄水場の件については、分

かりました。井戸の洗浄をして、くみ上げ

の能力自体は上げていくということです

ね。そこはしっかりとやっていただきたい

とお願いします。 

 あわせて、くみ上げる量については、令



- 26 - 

 

和３年度と同様の量を想定しているとい

うことです。もし何かあったときに太中浄

水場の水をしっかりとくみ上げることが

できて、それも含めて、市民の皆様に安全

な水をお配りできる体制をつくっていく

ということは、安全・安心という点で大き

いと思っております。令和４年度に計画さ

れていることは、非常に的を射た取り組み

だと思っておりますので、ぜひこの点につ

いてもよろしくお願いしたいと思ってお

ります。 

 それから、研修のことですけれど、先ほ

ど一つの例として、品質管理といったこと

を申し上げたわけであって、これはかねて

から今の摂津市の水道にとっては、課題な

んだというお話がありました。それを今の

うちにしっかりと次の時代を担っていく

職員に継承していくということが大切な

んだということについては、これは皆さん

もおっしゃっておられたと思うんです。 

 だから、そこはしっかりと職員の間で、

その技術の継承はしていただけるように、

そこの意識は強く持っていただきたいと

お願いをしておきたいと思います。 

 それから最後に、耐震化のお話ですけれ

ども、これは村上委員の質問の中でも、い

わゆる収益自体が非常に厳しくなってい

るというお話もあったと思うんですよ。 

 しかし、その一方で料金をどうしていく

のかということを考えていくと、この耐震

化のことも出てくると思うんです。そこは

非常に難しい経営が求められるかもしれ

ませんけれども、できるだけ値上げといっ

たものを抑制していきながら、しかし、耐

震化ということも非常に大切なお話であ

りますので、そこについては、より優先順

位をもってやっていただきたいと、全て要

望として申し上げて、終わらせていただき

ます。 

○弘豊委員長 それでは、これにて議案第

２号及び議案第１１号の質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○弘豊委員長 再開します。 

 次に、議案第３号及び議案第１２号の審

査を行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

 末永上下水道部長。 

○末永上下水道部長 議案第３号、令和４

年度摂津市下水道事業会計予算につきま

して、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。 

 予算書９４ページ、令和４年度摂津市下

水道事業会計予算実施計画説明書をご参

照願います。 

 まず、収益的収入でございます。款１下

水道事業収益、項１営業収益、目１下水道

使用料は、前年度に比べ１，６９３万５，

０００円の減額でございます。これは主に、

事業所などの使用水量の減少によるもの

でございます。 

 目２他会計負担金は、前年度に比べ９，

２２３万３，０００円の減額でございます。

これは、一般会計からの雨水処理負担金の

減少によるものでございます。 

 目３受託事業収益は、前年度に比べ３，

１１１万２，０００円の増額でございます。

これは、公共下水道整備事業受託収益の増

加によるものでございます。 

 目４その他営業収益は、前年度に比べ５

３万９，０００円の減額でございます。こ

れは、高槻市からの下水道維持管理負担金

の減少によるものでございます。 

 項２営業外収益、目１他会計負担金は、
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前年度に比べ４４１万２，０００円の減額

でございます。これは、一般会計負担金の

減少によるものでございます。 

 目２長期前受金戻入は、前年度に比べ、

１５８万９，０００円の増額でございます。

これは令和３年度以前に取得した固定資

産の財源として充当した補助金などの長

期前受金について、当該資産の減価償却費

見合い分を収益化するものでございます。 

 目３建物物件収益は、前年度に比べ、３

１万８，０００円の減額でございます。 

 目４雑収益は、前年度に比べ、２，９５

９万４，０００円の減額でございます。こ

れは主に安威川流域下水道負担金精算返

戻金の減少によるものでございます。 

 次に、収益的支出でございます。款１下

水道事業費用、項１営業費用、目１管渠費

は、前年度に比べ、４８４万１，０００円

の増額でございます。これは主に下水道管

マンホール蓋取替え工事の増加によるも

のでございます。 

 ９６ページ、目２受託事業費は、前年度

に比べ、３，０２５万３，０００円の増額

でございます。これは主に工事設計ほか委

託料の増加によるものでございます。 

 ９８ページ、目３普及促進費は、前年度

に比べ、６万円の増額でございます。これ

は前納報奨金の増加によるものでござい

ます。 

 目４業務費は、前年度に比べ、７０８万

１，０００円の増額でございます。これは

下水道使用料徴収事務委託料の増加によ

るものでございます。 

 目５総係費は、前年度に比べ、２０万４，

０００円の増額でございます。これは主に

人件費の増加によるものでございます。 

 １０２ページ、目６流域下水道管理費は、

前年度に比べ、３，１６３万７，０００円

の減額でございます。これは安威川流域下

水道維持管理負担金の減少によるもので

ございます。 

 目７減価償却費は、前年度に比べ、３０

１万円の増額でございます。これは主に令

和３年度に取得した固定資産に係る減価

償却費の増加によるものでございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、前年度に比べ、３７，２５

３万３，０００円の減額でございます。こ

れは企業債利息の減少によるものでござ

います。 

 目２消費税は、前年度と同額の１億１，

０００万円でございます。 

 目３雑支出は、前年度と同額の１００万

円でございます。 

 項３、目１予備費は、前年度に比べ、４

００万円の増額でございます。これは、近

年の緊急修繕の増加に踏まえ、増額するも

のでございます。 

 続きまして、資本的収入でございます。

款１資本的収入、項１、目１企業債は、前

年度に比べ、６億６，６６０万円の減額で

ございます。これは主に資本費平準化債の

減少によるものでございます。 

 １０４ページ、項２負担金等、目１公債

費負担金は、前年度に比べ、３１万４，０

００円の減額でございます。これは吹田市

からの企業債元金償還負担金の減少によ

るものでございます。 

 目２受益者負担金は、前年度に比べ、５

８８万円の増額でございます。これは賦課

対象面積の増加によるものでございます。 

 項３、目１国庫補助金は、前年度に比べ、

１，０００万円の増額でございます。これ

は、交付対象事業費の増加によるものでご

ざいます。 

 項４、目１他会計負担金は、前年度に比
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べ、７６６万４，０００円の減額でござい

ます。これは企業債元金償還金に係る一般

会計からの負担金の減少によるものでご

ざいます。 

 項５、目１他会計補助金は、前年度に比

べ、２，６２０万８，０００円の増額でご

ざいます。これは企業債元金償還金の汚水

分に係る一般会計からの補助金の増加に

よるものでございます。 

 項６、目１長期貸付金償還金は、前年度

に比べ、１万４，０００円の増額でござい

ます。 

 次に、資本的支出でございます。款１資

本的支出、項１建設改良費、目１公共下水

道整備費は、前年度に比べ、１，４５６万

９，０００円の増額でございます。これは

主に公共下水道工事の増加によるもので

ございます。 

 １０６ページ、目２流域下水道整備費は、

前年度に比べ、１億８，９５０万２，００

０円の増額でございます。これは安威川流

域下水道建設負担金の増加によるもので

ございます。 

 目３、固定資産取得費は、前年度に比べ、

皆増でございます。これは主に水道料金シ

ステム更新に係る費用でございます。 

 項２、目１企業債償還金は、８億２，３

５９万３，０００円の減額でございます。

これは企業債元金償還金の減少によるも

のでございます。 

 項３、目１長期貸付金は、前年度と同額

の２５０万円でございます。 

 以上、議案第３号、令和４年度摂津市下

水道事業会計予算の補足説明とさせてい

ただきます。 

 続きまして、議案第１２号、令和３年度

摂津市下水道事業会計補正予算（第２号）

につきまして、目を追って主なものについ

て、補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書１６ページ、令和３年度摂津

市下水道事業会計補正予算実施計画説明

書をご参照願います。 

 まず、収益的収入でございます。款１下

水道事業収益、項１営業収益、目４その他

営業収益は、１１２万５，０００円の減額

で、これは、高槻市からの下水道維持管理

負担金の減少によるものでございます。 

 次に、収益的支出でございます。款１下

水道事業費用、項１営業費用、目１管渠日

費は、１７７万８，０００円の減額で、こ

れは主に三箇牧取水口維持管理業務委託

料の減少によるものでございます。 

 目５総係費は、３０６万円の減額で、こ

れは主に一般会計負担金の減少によるも

のでございます。 

 目６流域下水道管理費は、１，８０２万

４，０００円の減額で、これは安威川流域

下水道維持管理負担金の減少によるもの

でございます。 

 次に、資本的収入でございます。款１資

本的収入、項１、目１企業債は、４，９３

０万円の増額で、これは主に流域下水道事

業債の増加によるものでございます。 

 項３、目１国庫補助金は、２，０００万

円の減額で、これは社会資本整備総合交付

金の減少によるものでございます。 

 次に、資本的支出でございます。１６ペ

ージから１７ページにかけて、款１資本的

支出、項１建設改良費、目１公共下水道整

備費は、７，４０９万３，０００円の減額

で、これは主に東別府雨水幹線建設負担金

の減少によるものでございます。 

 目２流域下水道整備費は、１億１５１万

６，０００円の増額で、これは安威川流域

下水道建設負担金の増加によるものでご

ざいます。 
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 以上、議案第１２号、令和３年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第２号）の補足

説明とさせていただきます。 

○弘豊委員長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

 出口委員。 

○出口こうじ委員 予算概要から質問さ

せていただきます。 

 予算概要の１５２ページ、水洗化促進事

業について、お尋ねしたいと思います。 

 水洗化促進事業については、丁寧に１軒

１軒回られているという話を前に聞いた

ことがあります。現時点での摂津市のまだ

水洗化されていない件数などお教えくだ

さい。 

 続きまして、１５４ページ、下水道使用

料の不納欠損見込額、これが１００万円、

この内容について教えてください。 

 続きまして、１５８ページの料金システ

ム利用権、この料金システム再構築に伴う

費用負担というのは、具体的にどういうシ

ステムの再構築をされるのか、お聞かせく

ださい。よろしくお願いします。 

○弘豊委員長 では、答弁を求めます。 

 竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 私からは、水洗

化促進事業の取り組みについて、ご答弁申

し上げます。 

 まず、水洗化でございますけれども、毎

年度大体１００軒から２００軒ほど、未水

洗化の世帯に対して、啓発活動を行ってお

ります。そういう中で、水洗化のされてい

ないところにつきまして、１，０７０軒ご

ざいまして、そのうち２４軒水洗化を行っ

ていただいております。 

 目標につきましては、１軒１軒足を運ん

でというところでございますが、やはりコ

ロナ禍でございますので、なかなか直接お

会いしながら啓発活動が難しいという状

況でございます。現在では、直接お話しす

るというよりは、むしろインターフォン越

しで、ポストに投函しながら啓発活動を進

めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号２番、予算概要１５５ページの貸倒引当

金、不納欠損について、お答えいたします。 

 この貸倒引当金繰入額と申しますのは、

下水道使用料が未収になった場合、その後、

５年間は過去の未収の分について、きちん

と督促、催告等をして収納努力をしていく

わけですけれども、５年たちますと、不納

欠損処理をすると経理上なっております。 

 ただ、入る予定であった未収金について

は財産として貸借対照表上計上しており

ますけれども、そういった資産として計上

していたものが入ってこないということ

になりますと、一方で費用化しないといけ

ないということが経理上必要になってま

いります。そのため、令和４年度の調定に

対して、令和９年度に不納欠損の時期を迎

えますけれども、その際に、不納欠損とし

て費用計上しないといけないものという

ことで１００万円を見込んでおる内容に

なっております。 

 それから、３番目のシステムの再構築に

関する質問にお答えいたします。 

 今回、財務会計システムの再構築と料金

システムの再構築に伴う費用負担という

ことで、固定資産の取得費で計上しており

ます。財務会計システムについては、現状

は、下水道事業、それから水道事業で、別々

のシステムを使っておりますけれども、令

和５年度に向けて、同じシステムを使って

いきたいということで、令和４年の１０月
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の予算編成の時期から、新しい財務会計シ

ステムを構築し、統一のシステムを運用し

ていきたいと考えております。 

 一方で、料金システム再構築に伴う費用

負担ということですけれども、下水道使用

料につきましては、水道事業に使用料の料

金徴収事務を委託しております。そのため、

料金システム自体は、水道事業で再構築さ

せていただいて、それに対する費用負担、

徴収事務に係る費用として、下水道事業か

ら費用負担するという形を取っておりま

す。 

 内容としては、以上になります。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 １回目の答弁ありが

とうございます。 

 １，０７０軒まだ残っているということ

で、２回目の質問ですけども、１軒１軒回

って大変ご苦労なお仕事だと思うんです

けども、毎年大体これぐらいの件数なのか、

２回目でお聞かせください。 

 不納欠損見込額は令和３年度も１００

万円計上されていたと思うんですけど、具

体的に幾らぐらいを使われるものなのか

を教えてください。 

 ３番目の質問、料金システムを統一され

るということで、理解いたしました。 

 水道事業の方に料金徴収業務を委託さ

れているということですけども、大体毎月

集金できない金額、件数を教えていただけ

ればありがたいです。 

 ２回目以上です。 

○弘豊委員長 では、竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 出口委員の２

回目の水洗化促進事業、この取り組みにつ

いて、ご答弁申し上げます。 

 毎年毎年この推移の排水設備の件数に

なってくるのかというお問いだったと思

いますけれども、令和元年度で１９８軒、

令和２年度で１０４件、令和３年度で７７

軒という形で、地区によってばらつきがご

ざいます。およそ、啓発活動したその年に

すぐ効果を表わすかというと、なかなかそ

ういったわけにはいきません。その後、や

はり思い直して、水洗にしようかというご

世帯もあろうかと思います。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 不納欠損見込額

についての答弁を申し上げます。 

 令和元年度の不納欠損額といたしまし

ては５９万４，０５９円、件数にしますと、

約８０件となっております。令和２年度の

欠損額といたしましては、１１４万７，３

２３円、件数としては８２件となっており

ます。令和３年度につきましては、これか

らになっておりますけれども、今回の補正

予算で、全体の貸倒引当金の引当額全体を

見ますと、十分な引当額がございましたの

で、今回の補正予算では、減額の補正予算

を計上しておるところでございます。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、料金の引き落

としができなかったものということで、件

数ですけども、令和３年度になってからで

すけども、それが月によってばらばらでし

て、大体ひと月で２５０件ぐらいから、多

い月、少ない月、偶数月と奇数月に若干違

ってくるんですけども、おおよそ偶数月で

２５０件程度、奇数月で１９０件から２０

０件弱ということで、口座から落とせなか

ったものということで、出ております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長  出口委員。 

○出口こうじ委員 ありがとうございま

す。 
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 水洗化促進については、こつこつと地道

な訪問を続けないといけない作業だと思

いますけど、引き続きよろしくお願いいた

します。 

 ２番目の質問の不納欠損額については

理解しました。大体予算ぐらいで結構な件

数もあるということで理解しました。あり

がとうございます。 

 そして、料金徴収については、偶数月と

奇数月で件数が違うのはなぜなのか、それ

をもう一回お聞かせ願えますか。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、千葉課長。 

○千葉料金課長 偶数月と奇数月で違う

というのは、請求するときが違っていまし

て、偶数月の月には、安威川以南の方、奇

数月の月には、安威川以北の方に請求して

いるということで、分けております。支払

いが２か月に１回になっているので、そう

いうことで地域を分けて請求しておりま

す。 

 以上です。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 ありがとうございま

す。 

 安威川以南のほうが多いんですね。私も

鳥飼地区に住んでいますけど、恥ずかしい

話１回落とせなかった時がありました。失

礼しました。 

 料金徴収は、催促するのもお金がかかる

と思いますので、今後の決済方法の検討に

ついてもしっかりと取り組んでいただき

たいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、続いて、西谷委員。 

○西谷知美委員 当初予算主要事業一覧

で、駅前等にデザインマンホール蓋を設置

するとともに、マンホールカードを発行す

るということです。ついに摂津市もマンホ

ールカードに着手するということなので、

具体的にどのような計画になっているか

というところを教えていただきたいと思

います、１点目。 

 ２点目は、予算書の６８ページの営業外

収益に関する全体的な減少傾向について、

ご説明ください。 

 ３点目ですけども、先ほど出口委員もお

っしゃっていた予算概要の１５２ページ

の水洗化促進事業ですが、例えば、個別で

工事するとすごく手間もかかってしまい

ます。ある程度何軒か固まっている地域な

どに、この機会に水洗化したら、工事費を

安く抑えられるというような、キャンペー

ンのような働きかけはやってみたのかど

うかというところをお聞かせください。 

 以上、３点です。 

○弘豊委員長 それでは、竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 マンホールカ

ード及びデザインマンホールの設置の具

体的な計画についてのご質問に対してご

答弁申し上げます。 

 まず、デザインマンホール設置とＰＲ、

マンホールカードの発行についてですけ

ど、目的としては、デザインマンホール蓋

を設置して、マンホールカードを広報媒体

として、市内外に下水道の認識の向上、そ

れから、摂津市シティプロモーション戦略

に基づいた市の魅力発信に役立てようと

考えております。 

 若手の職員を中心に、どういうふうにこ

のデザインを進めていったらよいのか、マ

ンホールカードの内容を作っていくチー

ムを立ち上げております。 

 これは、上下水道部の若手職員７名、製

作チームを組んでいるところです。それは、

前例にとらわれない自由な発想を生かし
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てデザイン企画に取り組んでいるところ

でございますが、今後の計画といいますか、

まだチームを立ち上げてから間もないと

ころでございます。具体的ではないんです

が、例えば、デザインの募集方法や決定方

法については、成蹊大学、それから広報課

を通じてということになりますけれども、

コラボ企画を検討ですとか、インスタグラ

ムの活用等を考えております。 

 それとあと、実際にマンホール蓋の設置

につきましては、駅前か、場所も変わるか

も分かりませんが、大体５か所を今予算で

は経常させていただいております。 

 それから、マンホールカードについては、

２，０００枚分は、日本下水道協会から補

助を受けられます。今回の印刷製本費で上

げさせてもらっていますのは２，０００枚

を追加で発行しようと考えており、計４，

０００枚です。それを市内外に広報の媒体

として、配ってまいろうという計画でござ

います。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 営業外収益の減少につい

て。 

 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 営業外収益でご

ざいます。営業外収益の大きなものといた

しましては、営業外収益、 

 雑収益のうち一番大きなものが、安威川

流域下水道負担金の精算返戻金となって

おりまして、これにつきましては、流域下

水道の維持管理費用、毎年毎年安威川流域

下水道にお支払いをしておるんですけれ

ども、一応概算でお支払いをしておりまし

て、後年度きちんと決算額に基づいて、最

終的な維持管理負担金を算出するという

ことになっております。 

 そのため、過去にお支払いした維持管理

負担金を後年度にきちんと精算をしてい

ただくものとなっておりまして、年度によ

って少し額が大きかったりしておるとこ

ろです。 

 概算でお支払いしておりますので、そう

いった過大な請求にならないようにとい

うことで、安威川流域下水道にもお願いし

ておりますので、なるべくこの精算返戻金

については、減らしていきたいと、減るよ

うな形で予算計上していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 西谷委員の３

番目の１５２ページの水洗化促進事業、何

か水洗化されていない世帯にキャンペー

ンみたいな、集中して何か啓発できないか

というお問いだったと思いますけれども、

それについては、もう既に、我々全体的な

地区割りをしまして、どの地域で、最も水

洗化されていないかを、環境政策課から情

報提供を受けまして、調査をしております。

できるだけ非効率にならないように、固ま

った未水洗化の世帯に対して、啓発を行う

ようにしております。 

 そういった取り組みの中で、先ほど出口

委員に対してもご答弁申し上げましたが、

毎年毎年ばらつきがあるというところで、

ご理解いただければと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 説明ありがとうござい

ました。 

 １番目のマンホールカードは若手の職

員が中心となって成蹊大学のデザイン科

の方と取り組んでいただけるということ

で、理解いたしました。 

 ２，０００枚刷った後、追加の２，００
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０枚ということで、それは時期はずれるん

でしょうか。今、シティプロモーションの

一環ということで、摂津市のインスタグラ

ムを私もフォローしています。広報課の方

の写真がすごく上手で、そういった感性が

すごく洗練されていると思うので、ご意見

など参考にしていただきながら、マンホー

ルカードしっかり作っていっていただき

たいと思います。 

 なので、追加の２，０００枚の配布の仕

方について、２回目の質問としてさせてい

ただきます。 

 営業外収益が減った分については、安威

川のことが起因しているということで、理

解いたしました。引き続き、予算と乖離が

できないように取り組んでいただければ

と思います。 

 三つ目の水洗化促進事業ということで、

コロナ禍の中で、なかなか対面での啓発が

難しいかと思いますが、ご自身にとっても

水洗化されたほうがいいかと思いますの

で、取り組んでいただければと思います。

では、１点だけ質問お願いいたします。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 西谷委員の２

回目のご質問に対するご答弁申し上げま

す。 

 ２，０００枚については、補助をもらう

のと、残りの２，０００枚については、自

前で印刷するということで、時期について

は同時で考えております。 

 ただ、印刷を発注してから、仕上がりま

でに４か月ほどかかってしまうので、早々

に取り組んでまいりたいというとこでご

ざいます。 

 このカードの発行条件としましては土

日祝でも配れるというところが条件にな

っておりますので、配り方については、例

えば、駅に置かせていただくとか、例えば、

土日、開庁している庁舎内に置いておくで

あるとか、いろいろ考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 回答ありがとうござい

ました。 

 土日も開庁していると言えばコミュニ

ティプラザなんかもあったりすると思う

ので、他市から足を運んでいただいて、摂

津市ってすばらしいと思っていただける

ようなマンホールカードを活用いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは次に、村上委員。 

○村上英明委員 何点か質問させていた

だきます。 

 まず、１点目ですけども、下水道使用料

の企業の分が減少なりますとお聞きした

んですけども、水道料金は企業の分がふえ

たから収益がふえますと説明があったと

思うんです。 

 それの関係は、どう認識をしたらいいの

か１回目お尋ねさせていただきたいと思

います。 

 ２点目ですけども、予算書の９５ページ

で、一般会計負担金があります。これも減

少ということですけども、減少の理由につ

いて、お尋ねしたいと思います。 

 ３番目ですが、９７ページで、下水道管

マンホール蓋取替工事で、令和３年度当初

より８２９万円ほど増額になっています。

私の認識では、デザインマンホール蓋の予

算も含んでいるのかと思うんですが、確認

も含めて、ご答弁お願いをしたいと思いま

す。 

 ４番目ですけども、水道事業会計の方で

もお聞きをしたんですけども、予算書の１
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０１ページに研修費が計上されています。

どういう研修を受けられていくのか、お尋

ねしたいと思います。 

 ５番目ですが、１０３ページで、企業債

が計上されております。資本費平準化の借

換債は発行がないということであります

し、企業債の元金償還金については、減額

になっているということなので、その辺の

減額の理由についてお尋ねしたいと思い

ます。 

 ６番目ですが、１０７ページで、公共下

水道工事が２億８，７００万円ほど令和４

年度は計上されています。 

 この前の本会議の初日配付された、下水

道工事予定の地図の中に、鳥飼八町の分が

水道工事と同様に、同じ場所で下水道工事

をされる予定となっていました。この工事

の中でね、北側の水路の土手の部分を、今

後どのように下水道を引いていくのか、そ

ういうお考えがあるのかどうか確認でお

尋ねしたいと思います。 

 ７番目ですけども、水道事業のときもお

尋ねしたんですけども、経常利益の部分で

す。 

 下水道事業はというと、私の計算上は、

令和２年度の決算に比べれば、令和３年度

の予算は経常利益がふえているんです。 

 だけども、令和３年度当初と、令和４年

度当初を比較すれば、減っているというこ

とになっています。下水道事業としての経

常利益の認識をどうもっておられるのか

ということで、お尋ねしたいと思います。 

 最後８番目ですが、補正の部分で、１７

ページの安威川流域下水道建設負担金が

ふえています。 

 ほぼ同額を企業債で賄う形ですが、この

負担金がふえた理由を１回目お尋ねした

いと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 村上委員の下

水道使用料のこの減額の内容に対してご

答弁申し上げます。 

 先ほど、水道が、企業が減って、個人が

ふえるとかいうことでございましたけど

も、下水道については、全体の使用料のう

ち、およそ３割は大口の需要者が、地下水

でありましたり、工業用水を使って給水と

は別に排出されております。 

 今回の減額の要素につきましては、令和

３年１１月からずっと有収水量の推移を

見てますと、１件の工場閉鎖、これの減少

とそれに加えて、さらに需要上位の事業者

１社が顕著に減少してきております。 

 その推移を見てますと、やはり令和４年

度の予算におきましても減収予測せざる

を得ないだろうというところを鑑みて、今

回の減額とさせてもらった次第でござい

まして。 

 給水の収益と下水道の性質に違うとこ

ろがございます。ご理解いただければと思

います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、一般会

計負担金について、お答えいたします。 

 一般会計負担金の内容といたしまして

は、先ほどからもお話ありました、水洗便

所の普及促進費でありますとか、高度処理

に係る維持管理費とか、汚水処理に係る経

費のうち一般会計が負担すべきものとし

て、毎年、総務省が定めるいわゆる基準内

の繰入金に係るものとなっております。 

 今回、令和４年度大幅に減少しておりま

すのは、臨時財政特例債という特別な地方

債の利息について、一般会計が負担すべき
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ものとなっておりますけれども、この利息

が減ったことによって、一般会計負担金の

減少が見られている状況になっておりま

す。 

 以上です。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 村上委員の３

番目の下水道のマンホール蓋取替工事の

内容についてご答弁申し上げます。 

 まず、下水道の維持管理に伴う、蓋の取

替え、修繕と、それから、道路管理者の舗

装工事、水道施設課の道路舗装工事と共同

発注してある分と二つに分かれておりま

す。 

 トータルしますと、２２０か所、令和の

４年度には取り替えていくつもりでござ

いまして、デザインマンホールについては、

この中には入っておりませんので、また、

別途整備費で設置をしていくという予定

でございます。維持管理とは、個別に考え

ているとこでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号４番、研修についてお答えいたします。 

 令和４年度研修費を計上しております

けれども、この中でも新規の研修といたし

まして、下水道事業団で開催されておりま

す、総合的な雨水対策という研修がござい

ます。雨水対策事業の概要を確認した上で、

計画の立案とか、流出解析の手法を学ぶ、

そういった雨水対策に寄与する研修とな

っております。 

 東別府でも雨水管の整備が進められて

おりますけれども、今後、課題になってお

ります、雨水対策に係る研修となっており、

本市の下水が抱えている課題解決のため

に、大いに役立つ研修になっていると考え

ております。 

 それから、続きまして、５番、企業債、

平準化債の減額の理由についてご説明い

たします。 

 平準化債につきましては以前は、下水道

管等の減価償却の期間と、企業債の償還期

間に差がありそこでその差を埋めるため

に資本平準化債として発行が許されてい

る特別な企業債となっております。 

 近年、企業債の償還期間と減価償却期間

は、一致する内容となってきましたので、

そういった減価償却の期間と、元金償還期

間のギャップがなくなってきております。 

 そのため、発行資格額が少なくなってき

ておりますので、今回の令和４年度につい

ても平準化債の発行額が少なくなってい

るという状況でございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 村上委員の公

共下水道事業の汚水整備の発注時期につ

いて今後の計画について、ご答弁申し上げ

ます。 

 先ほど、ご質問の中でもお話されました

ように八町地区のど真ん中を、大きな幅員

のある道路が走っております。その地下に

は大きなボックスの水路がございまして、

その大きな水路の両脇の僅かな空間に汚

水管を入れる工事をやっております。 

 その中には、もちろん、水道・ガスが埋

設されてあるわけですけれども、そういっ

たものも移設しながら難易度が高い中で

の工事を進めておるところです。 

 先ほどおっしゃっておりました、府道の

南へ、さらにその道路を挟んで北側水路の

土手になります。川沿いはさらに難易度が

高くなっています。ほとんどは、私道です。

そういったところの集落が形成されてお
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ります。 

 なかなかご同意もいただけない状況で

ございますが、まずは、本線の道路のボッ

クスが入っている道路に本管を入れさせ

てもらって、その後、枝線という形で進め

ていきたいと考えております。 

 なかなか難しいというところで、地形の

関係ございますが、ご同意もいただきなが

ら、しっかりと汚水整備を進めていく所存

でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、質問番

号７番、経常利益についての認識について

お答えいたします。 

 経常利益については、委員もおっしゃっ

ていただいてますように、令和４年度も一

定額確保はできている状況ではございま

す。ただし、水道と違いまして、水道が着

手したのが早く、更新時期が早く迎えてい

る状況ですが、下水道事業につきましては、

着手の時期が少し遅れたことなどによっ

て、更新時期少し先になっております。 

 そういった下水道管の更新に備えて資

金をためていかないといけない状況にご

ざいます。 

 そこを踏まえますと、きちんと経常利益

を確保して、将来の更新、整備に向けた財

源としてきちんと確保していく必要があ

ると考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 最後になりま

すが、補正の流域下水道建設負担金の増額

の内容について、ご答弁申し上げます。 

 流域の建設負担金につきましては、例年

１２月、国の経済対策に伴い、大阪府では

改築更新の路線をできる限り、国の補助金

を使って前倒していくという方針を持っ

ております。 

 これまで、なかなか予算として計上して

おりましても、内示がつかない状態という

のもございまして、今回は１２月の補正で、

要求どおり国の補助金が満額ついたとい

うご報告を大阪府から頂戴しております。 

 そういう中で、流域建設を前倒しという

形で今回進めているということで聞いて

おります。 

 この１２月の補正になりますので、繰越

しが前提という流れにはなろうかと思い

ますけれども、維持管理の修繕になります

と、結局、毎年毎年の修繕費用がかさんで

きますので、我々にとっても大変ありがた

い話かと思っております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 末永部長。 

○末永上下水道部長 村上委員、ご質問の

７番目でございます。 

 経常利益の補足になりますが、水道事業

は約１，０００万円の利益、純利益という

形でございます。 

 下水道当年度純利益約２億円と、経理処

理上、下水道事業の経営が安定しているよ

うにも見受けられる部分ございますので、

ここの分につきまして、水道は全てが水道

事業の、費用の中で納めさせていただいて

る形、下水道事業は、一般会計からの繰入

金も頂戴しながら、やらせていただいてい

るのですが、予算書でいいますと、７２ペ

ージの令和３年度当初純利益２億１，００

０万円でございます。 

 ７６ページの一番上、令和４年度の予定

が、純利益１億４，０００万円という形で、

３年度は約２億円、ただ、ここの時間帯で

３月３１日の時点で業者等々に未払いを

どれだけするかというところで、ここの純
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利益は残しているんですけども、それも４

月以降、最初の企業債の償還に現金をある

程度用意しとかないといけないという形

で、経営がいいようには、数字的には見え

るんですけども、ほとんどが返済でなくな

ってしまうというのが実情でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 それでは、村上委員。 

○村上英明委員 １点目につきましては、

理由が分かりました。水道事業との収益的

な見方が違うということで、ありがとうご

ざいます。 

 ２番目ですけども、汚水処理の負担金に

ついては、臨時財政特例債に起因するとい

うことでお話がございました。今後もしっ

かりと負担金のこと、起債のこと等も含め

て動向を注視しながら取り組んでいって

いただきたいと、これ要望としておきたい

と思います。 

 ３番目の下水道のマンホール蓋取替工

事の件でございます。２２０か所の取り替

えを予定されているとお話がございまし

た。 

 デザインマンホールの件は、私も要望し

ておった関係もありますので、そういう意

味では取り入れてもらって、ありがたいと

思います。また、蓋のデザインによって摂

津市のイメージアップにつながればと思

っています。 

 デザインマンホール蓋を設置されると

ころは駅前になってくるんだと思います

が、他市の市民が駅から降りてきたときに

目について、例えば写真を撮るとか、そう

いう意識になっていただければと思いま

す。 

 また、マンホール蓋取替工事については、

道路工事や水道工事を伴うものがあると

思います。工事費が絡んできますから、一

概には、どっとふやすことは難しいと思い

ますけども、そういう工事の随伴でしっか

りと、取り組んでいっていただきたいとい

うことを要望としておきます。 

 ４番目の職員研修の部分で、やはり水道

と同じだと思いますから、雨水対策という

ことであったと思います。 

 気象変動によって、雨の関係については、

なかなか予測しにくいとは思うんですけ

ども、雨対策という目線も含めてこの研修

に取り組んでいっていただければという

ことで、これは要望としておきたいと思い

ます。 

 ５番目でございます。 

 企業債の部分でございます。資本的収支

といいますのは、基本的にはもう収入と支

出との差額を留保資金で補填するかどう

かというのが、ほとんどだと思います。 

 先ほどのご答弁でありましたけども、減

価償却との期間を合わせるということか

ら、今回、企業債も減っているという理由

でした。 

留保資金を使うのか、また企業債で収支

をやっていくのか、というのをしっかりと

バランスを取りながら、取り組んでいって

いただきたいということを要望としてお

きたいと思います。 

 ６番目の下水道工事でございます。 

 確かに、鳥飼八町一丁目は水路があって、

地形の問題もあり、難易度の高い工事とい

うことですので、その辺をしっかりと近隣

の地域の皆様と協議をしながら、工事を進

めていっていただきたいと思います。 

 このような地域に、どのように下水道を

普及していくのかというところが、これか

ら本当に大きな課題の部分だと思います。 

 また、鳥飼八町では空き家が出てきてい

ます。下水道が整備されているかいないか
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というのも住居選びに影響があると思い

ます。下水道の普及は環境面でも重要なこ

とですので、しっかりと取り組んでいって

いただきたいと、要望としておきたいと思

います。 

 ７番目の経常利益の部分でございます。 

 今後の設備更新に向けて、資金をためて

いくということが、どうしても必要な部分

でもありますし、その辺の収支のバランス

を取ることが大切だと思います。経常利益

を将来のためのものにできるよう、しっか

りと経営努力といったことをやっていた

だきたいということで、要望としておきま

す。 

 最後でございます。安威川流域下水道建

設負担金で、修繕とか、様々なことで使わ

れているということであったかと思いま

す。下水道は汚水だけじゃなくて、雨水も

ありますので、安威川流域の地域の方の安

全・安心をどう高めていけるかというとこ

ろにも影響もあります。そういう意味では

しっかりと、安威川流域下水も安全・安心

を高めるための施策ということでしっか

りと取り組んでいっていただきたいとい

うことで、要望としておいて、私は終わり

ます。 

○弘豊委員長 それでは次に、三好委員。 

○三好俊範委員 大きく２点ほどだけ質

問させていただきます。 

 これは１点目に入ってないですけど、マ

ンホール蓋の活用について、これは要望だ

けです。本当にようやく動いていただいて、

感謝いたしますし、しっかりやっていって

いただきたいので、これは要望だけにして

おきます。 

 では、１点目で予算の話についてです。

予算書７４ページ、貸借対照表を見ていく

限り、一つ一つ見ていくと、企業債の返還

金というのも大分減っていますし、それに

伴い流動負債等も少し減っています。一般

会計の繰入金もその分減っているという

ことで、経営的には改善傾向にあるのかと

は思います。 

 ただ、水道事業と下水道事業では全然話

が違います。先ほど、部長もおっしゃって

いましたが、私もずっと危惧してるところ

で、下水道はかなり厳しいという意見です。 

 その中で、令和３年度に関しては、改善

していっていて、令和４年度も恐らくもう

少し改善するんだろうという予測は立ち

ます。村上委員の質問にもありましたが、

管路の更新時期をたしか１０年以内に迎

えるという中で、１点推移をお伺いしたい

んですが、管路の更新が一気にくるという

ところで、更新時期になったときに下水道

料金は値上げせざるを得ない状況になっ

てくるのか、現状の推移に関して、少し詳

しく教えていただきたい。 

 次、補正予算の方です。７３ページのキ

ャッシュ・フロー計算書で、投資活動によ

るキャッシュ・フローが当初予算の分とか

なり差異が出てるんですけど、このあたり

についてもう一度詳しく教えていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 まず、１番目の経

営について答弁申し上げます。委員もおっ

しゃっていただいてますとおり、管路の更

新時期を先々で迎えてこようかと思いま

す。そういった場合に、値上げをしないと

いけないのかどうかということですけれ

ども、現状も経常利益を確保しております

けれども、過去に整備した際に発行した企

業債の元金償還については、大分経営を圧

迫してる状況でございまして、この財源に
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ついては、一般会計からいわゆる基準外繰

入をもらっている状況でございます。 

 そのため、一般会計からの繰入金がなか

ったとしたら、現状でも大分経営としては

厳しく、値上げを検討しないといけないよ

うな状況になっております。そのような状

況の中、元金償還金は、令和１０年度ぐら

いには大分減ってきて、一般会計からの繰

入金も基準外については、かなり減少して

いくのではないのかと思っておるんです

けれども、そういった中でも、まだ基準外

繰出が必要になる見通しでございますの

で、そういった状況の中で更新時期を迎え

ますと、やはり経営的にもまたしんどくな

るであろうと考えております。 

 そういった過去の整備を急激にやった

ことに伴って元金の償還で大分しんどく

なってるという今を踏まえまして、将来的

にそういうことがないように更新費用に

ついては平準化をして、一時の負担が大き

くならないようにしていかないといけな

いと、そういった様々な経営の努力を踏ま

えてなるべく値上げについては先送りし

ていきたいと考えております。 

 それから、３番目のキャッシュ・フロー

計算書についてでございます。令和３年度

の当初予算において、キャッシュ・フロー

計算書をお示しさせていただいておりま

した。その際には、令和３年度の期末残高

としては６億７，９００万円弱という予定

をお示しさせていただいておりましたけ

れども、今回の補正を踏まえまして、令和

３年度の期末残高としては７億３，０００

万円余になると考えております。この中で

一番大きなものは、投資活動の有形固定資

産の取得による支出の部分で、令和２年度

決算を踏まえまして算出し直したところ、

有形固定資産の取得による支出が当初予

算では４億７，０００円万余だったところ

が、令和２年度の決算を踏まえた数字を算

出しますと９億５００万円余となってお

りまして、ここで大きく違いが出てきてい

る状況になっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。

２回目をさせていただきます。 

 先を見据えて平準化していかないとい

う一方で、料金の値上げに関しては、もう

少し先延ばしで考えていきたいというこ

とに、少し矛盾を感じました。平準化して

いくのであれば、今後のことを考えて一つ

の世代に負担を強いるんじゃなくて、今後

を見据えて値上げとかも、早い段階から

徐々に考えていかないといけないのかと

思うんですけど、そういったところの計画

はあるのかどうか、１点お伺いしたい。 

 次にキャッシュ・フロー計算書について

です。有形固定資産とか、国庫補助金とか

の収入も全然変わってきてるんですけど、

もう一度、なぜこの金額に変わったのか、

内容について詳しく、もう一度教えていた

だきたいと思います。 

 ２回目は以上です。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、まず１

番目ですけれども、今後の見通し、計画の

部分ですが、これも下水道につきましても

下水道事業経営戦略を策定いたしており

ます。その中で、令和１０年度までの収支

の見通し、それから、投資財政計画を立て

ております。 

 まだ、更新が令和１０年度には本格的に

始まってこないというところがございま

すので、令和１０年度までの計画期間中の

値上げの必要性としては、今のところない
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であろうと。ただし、それも一般会計から

の繰入金を前提とした話になってまいり

ますけれども、そういったところで令和１

０年度までの値上げについては、今のとこ

ろ検討してない状況でございます。 

 ただ、きちんと経営した上で本当に必要

になるものについては、きちんと市民の方

に説明をして、料金値上げのお話は水道と

同様お願いをする時期が先々にはくるこ

ともあるかとは考えております。 

 ２番目のキャッシュ・フロー計算書の差

異が生じた要因でございます。先ほども令

和２年度の決算を踏まえた数値に置き換

えてるという説明をさせていただきまし

たけれども、その主な内容といたしまして

は、東別府雨水幹線の整備負担金として事

業団にお支払いしておりますけれども、継

続費を組んで事業を執行しております。 

 この東別府雨水幹線の負担金の繰越し

があったことによって、今後、金額に大部

分の差が出てきてるということでご理解

いただけたらと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西川次長。 

○西川次長 少し、補足説明をさせていた

だきます。先ほどの下水道使用料の改定の

話で、今後の更新について委員からお話が

ございましたので、今後の更新の話で少し

お話させていただきますと、昨年度、スト

ックマネジメント計画をつくっておりま

して、委員がお示しのとおり、現在、市内

の管路が３４５キロメートルございます。

そのうち、やはり耐用年数を超えるという

ものが１０年後には６２キロメートル余

出てくるということで、水道と比べては少

し遅い歩みではあったんですけれども、同

じように更新時期がくるということでご

ざいます。 

 この更新をするに当たりましては、やは

り管路の状態を点検調査し、それからカメ

ラ調査をするとか、そういう調査を事前に

やっていきながら、それはもう以前からや

ってるんですけれども、もう少し計画的な

維持管理をしていく上で、その更新をいか

に平準化するかが非常に重要なことでご

ざいまして、ストックマネジメント計画に

基づいて鉄蓋の取り替えであるとか、調査

管理をやっていくということでございま

す。 

 谷内田課長からご説明しましたように、

今の経営戦略に値上げは入っておりませ

んが、その後の更新を考えますと、そうい

う状況で続くのかどうか、これから少し状

況を見極めながら今後の計画を立ててい

かなければならないと考えてます。 

○弘豊委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。

順番が逆になりますけど、令和３年度の補

正予算の分については理解いたしました

ので大丈夫です。 

 今後の予算の話ですが、下水道事業経営

戦略が令和１０年度までしかできてない

のも存じ上げています。ただ、管路の更新

がその後ということなので、一方でストッ

クマネジメントでは、しっかり考えていた

だいているということですけれども、この

計画は本当に大事になってくると思いま

す。 

あと、雨水管路の話もずっとさせていた

だいていますけど、代表質問で三好義治議

員がされてましたが、雨水管路の整備率が

安威川以南はなかなか上がらず、安威川以

北と差があると。整備も進めながら、既存

の更新もしていかないといけない。なるべ

く後の世代の負担が軽減できるように、現

世代においてもできることをしっかりし
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ていかないといけないと思いますので、こ

こに関する平準化は本当にしっかりして

いただきたい。必要であれば、令和１０年

度以降の分の財政見通しをしっかりと立

てていっていただきたいと、これは要望と

しておきますけれども、しっかりそういっ

た形で運用していってもらうよう最後に

要望して、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私もほとんど意見で

あるとか、要望でさせていただきたいと思

っておりますけれども、まずは、東別府雨

水幹線につきましては、本当に非常に難し

い工事でありましたし、摂津市内で初めて

事業団に委託をするという工事で、水道そ

のものは到達、あとは供用に向けての詰め

の段階だと思っております。これは本当に

本市にとりまして待望の事業でありまし

たので、最後まで抜かりなくしっかりと進

めていただきたいと思っております。 

 令和４年度から、東別府雨水幹線の供用

をしっかり踏まえた中で、さらにこの地域

の浸水対策にも進んでいただくというこ

とでもあります。本当にこれは大きな事業

でございますので、これまでの皆さんのご

苦労に敬意も表わしながらしっかりと進

めていただきたいと要望として申し上げ

ておきたいと思います。 

 それから、先ほどから管路の更新のお話

が出ております。確かに耐用年数を過ぎた

管路が出てくる。しかしながら、耐用年数

が過ぎたからといって全てを変えていか

なくてはならないわけではなくて、それぞ

れの管路の状況を見極める必要があるの

です。 

 その中で、下水道と水道の一番の違いは

何かというと、下水道の場合は実際にカメ

ラを通して、中を調査できるということで

す。水道はできないわけですから。ですの

で、こういった事業をしっかりと進めてい

ただきながら、本当にどこを変えていくべ

きなのかと。老朽が一番進んでいるのはど

こなのかといったことが分かるわけです

から、その優先順位をつけて、計画的に後

年度に負担がかからないように、この更新

の計画を立てていただきたいと、これも要

望、お願いとして申し上げておきたいと思

います。 

 １点だけ、お聞きしたいのは、安威川流

域下水道の建設についてですけれども、以

前、質問をさせていただいたときに、たし

か５か年計画か何かあったと思うんです。

先ほどの村上委員の質問をお聞きしてる

と、更新のタイミングが早まってるのかと

思うんですけれども、そこらの全体計画は

どうなっているのか、改めてお聞かせいた

だきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下上下水道事業課長 嶋野委員の安

威川流域下水道の建設です。主に改築更新

という分野になってくるわけですけれど

も、それについては、先般も５か年計画で

の流域は中期として、流域だけじゃなくて

大阪府自身が中期計画を定めております。

その中で流域も合わせて５か年計画を立

てておるわけですけれども、近年の状況は

歳出予算の中でご説明させてもらったと

おりで、毎年度計画としてはあるんですけ

れども、やはり流域下水道の基本姿勢とし

ては、補助金がつけば前倒して事業を進め

ると。維持管理といっても修繕、修繕とし

て、老朽化した施設を放っておくと、結局、

最終的には負担が大きくなってまいりま
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すので、やはり、更新が必要なものは更新

が必要という形で、そういう方針の中で前

倒しを行っているところでございまして、

今回、１億円ほど増額になりましたが、全

体としては４億円増額の要望が理解を受

けれたというご報告も大阪府から頂戴し

ているところでございます。 

 その中でいうと、後年の負担が随分と楽

になるという計画で、今、流域から聞いて

おりますのは、令和７年、令和８年あたり

摂津ポンプ場の雨水ポンプの設備更新と、

味舌ポンプ場の雨水管の設備更新、それか

ら、中央水みらいセンター監視制御の設備

更新で、これがほとんどを占めておりまし

て、ポンプ場につきましても、ポンプの予

備化というのを流域は進めておる。もとも

との能力の１．２５倍ぐらいをかけて進め

ておるところでございますので、我々にと

っては、やはりポンプが動いてこそ、初め

て我々が浸水対策を図れるということで

認識しておりますので、これは今後とも流

域についても、我々が意見をつける場はあ

りますけれども、補助金がつけば、先の財

政負担としては楽になる部分もございま

すので、できるだけ可能な限り、その更新

であげてるところと同じくして我々も同

調して、今後の更新の平準化というところ

も、難しいところもあるかも分かりません

けれども、進めてもらいたいというところ

でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 国の補助がついたら

毎年進めていくということについては、先

ほど、竹下課長もおっしゃっておられまし

たけれども、非常に当市としてはありがた

いことなんだろうと思っております。以前

聞いていたのは、令和６年度あたりで一度

山がくるようなお話もお聞きしておりま

した。 

 今後また、こういったことについては、

国庫補助がついてくるのであれば、毎年に

なってくるのかもしれませんし、計画その

ものが変わっていく可能性もあるので、ぜ

ひまたそういったことについても、いろい

ろとお話もいただきながら、後年度にどん

な負担があるのかということについても、

しっかりと見極めていきながら進めてい

ただきたいと要望として申し上げておき

ます。 

○弘豊委員長 それでは、以上で質疑を終

わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時２３分 休憩） 

（午後２時２５分 再開） 

○弘豊委員長 それでは再開します。 

 議案第１７号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し質疑

に入ります。 

 では、村上委員。 

○村上英明委員 議案第１７号というこ

とであります。摂津市附属機関に関する条

例の一部改正ということですけれども、今

回は、今までの文面の中に審議会があって、

そこに「等」をつけたということであると

思います。 

 要は、これはその後の学校の規模や配置

の適性化とか、そういうふうにつながって

くるのかと思うんですが、「等」というこ

の文字だけを捉えれば、その幅がどこまで

広がるのか、その辺の確認も含めてお尋ね

したいと思います。 

○弘豊委員長 それでは、松田課長。 

○松田政策課長 「等」につきましては、

ご指摘いただいたとおり学校の規模及び

配置の適正化などについて示すものでご
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ざいます。これまでは、例えば、令和３年

度、千里丘小学校の審議会をさせていただ

きましたが、一学校の学校区に限定したご

審議内容でございました。 

 今回、各小学校の、特に中長期的なお話

になってまいりますので、どうしてもその

学校だけではなく、広く本来はどのくらい

の規模が望ましいのかという話になって

まいります。そこを踏まえての「等」とい

うことにさせていただいた次第でござい

ます。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 今回の審議会の中に学

校の規模及び配置の適正化という言葉を

入れたというのは、特に鳥飼方面の学校の

あり方も考えてということなんだろうと

想像できます。これまで摂津小学校区や千

里丘小学校区の審議会ではこういう議論

はなくて、結局今の校区そのままでやって

いきましょうということになっていたと

思います。しかし、鳥飼小学校区について

は、人数が減ってきてるということもある

ので、「等」をつけた審議会の中で適正な

学校規模とか配置のことを議論していく

んだろうと思います。ただ、これからは先

を見据えた形での審議会が必要であると

思います。これから鳥飼小学校区は、保護

者の方も不安視されてる部分もあります

し、そういう意味ではこの審議会でしっか

りと議論をして取り組んでいっていただ

きたいということで要望として私の意見

を終わります。 

○弘豊委員長 ほかにご質問はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 質疑がないようですので、

以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時２９分 休憩） 

（午後２時３０分 再開） 

○弘豊委員長 では再開します。 

 次に、議案第２１号の審査を行います。 

 本件についても、補足説明を省略し質疑

に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 この議案第２１号につ

きましては、報酬及び費用弁償に関してと

いうことであります。今回の学校運営協議

会委員として日額３，０００円で設定され

ておられますけど、なぜ３，０００円にし

たのかというのをお尋ねしたいんです。ほ

かの審議会委員の報酬は、ほとんどが日額

９，０００円だと思います。３，０００円

に設定した考え方についてお尋ねしたい

と思います。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 村上委員のご質

問に対してご答弁申し上げます。 

 こちらは先進的に取り組まれてる自治

体では、いろいろ報酬額がありまして、例

えば、年額１２，０００円であるところか

ら、一日９，７００円であるところなど、

自治体によって様々ございます。本市が設

定している一日３，０００円については、

一回の協議会がおおよそ２時間程度であ

ることに加えまして、この学校運営協議会

は、市で一つだけの会議体ということでは

なく、学校単位、もしくは中学校区等での

単位にもなってくることを踏まえまして

設定させていただいております。 

 今回、モデル校として実施していきます

ので、もし今後やっていく中で何かあれば、

改定等をすることもあるかもしれないと

想定しているところです。 

 以上です。 

○弘豊委員長 村上委員。 
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○村上英明委員 今回モデル校として１

校で実施されるということでありますけ

れども、今後モデル校の様子を見ながら、

またこの金額の設定については、実態に見

合う形で修正が必要であれば、修正をして

いくということも含めて、実施していただ

きたいということを要望しておきます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 ほかの方、質問はございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 それでは、以上で質疑を終

わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時３３分 休憩） 

（午後２時３４分 再開） 

○弘豊委員長 では再開します。 

 議案第２３号の審査を行います。 

  本件については、補足説明を省略し質

疑に入ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 １点だけ、確認ですが、

改正案に関して、抜粋ですけど、子どもが

成年に達している場合にあっては、当該子

ども。以下同じ。と書いてあるんですけど、

この当該子どもの部分に関して、保護者か

ら見ての子どもという意味合いでよかっ

たのかどうか、その解釈の話だけですけど、

一方で上では成年に達してるんですから、

子どもじゃないというのと、そこの言い方

の確認だけしておきたいと思います。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 今、委員がおっ

しゃるとおり、保護者から見たら子どもと

いうことで１８歳ということで子どもの

定義をしております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 ほかに質問はございます

か。 

 村上委員。 

○村上英明委員 確認も含めてですけれ

ども、今回の条例の中で「婚姻等により」

という文言が消えています。今回４月から

きっちりと成人の年齢が１８歳になりま

すから、１８歳ということで線引きしてい

くんだろうと思います。１８歳で本当に線

引きするということの確認と、もう一つは、

今までは１６歳で婚姻できていたのが、今

回の法律改正で婚姻も１８歳にならない

とできないということになったと思うん

ですが、その辺の確認も含めて２点お尋ね

したいと思います。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 今回の条例改

正につきまして、全般的に説明させていた

だきますと、対象者や助成額の変更ではな

くて、今、委員がおっしゃるように、民法

の一部改正に伴いまして本条例の条文の

一部を改正するものとなっております。 

 民法の改正としましては、２点ございま

して、まず１点目が成年年齢の引き下げ、

２０歳から１８歳に引き下げられたこと、

それと２点目が女性の婚姻年齢の引き上

げ、１６歳から１８歳に引き上げられたこ

とでございます。それら２点のことから、

成人となる年齢と結婚ができる年齢がと

もに１８歳となりますので、未成年者が結

婚することができなくなります。 

 ということで、これまで民法で規定され

ておりました婚姻により未成年者も成人

に達したものとする民法７５３条の成年

擬制という規定が削除されることになり

まして、今回、本条例も改正することにな

ったものでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 村上委員。 
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○村上英明委員 ２回目は確認ですけれ

ども、婚姻という言葉が消えた条例とか、

１８歳に線引きするということになった

としたときに、市民の方への影響があるの

かないのか、というのを確認させていただ

きたいと思います。 

○弘豊委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 今回の子ども

医療に関しては、これまで婚姻をして成年

とみなす、女性であれば１６歳以上の方が

結婚されれば、その方が申請に来られると

いうことになるんですけれども、ほぼそう

いう事例はなかったということで、仮に、

保護者が来られても、保護者で申請してい

ただくということになりますので、今回の

改正で市民の不便が生じることはござい

ません。 

○弘豊委員長 そのほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 では、以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後２時３８分 休憩） 

（午後２時４０分 再開） 

○弘豊委員長 では再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 討論なしと認め、採決しま

す。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１０号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第１７号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第２１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し
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ました。 

 議案第２３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時４２分 休憩） 

（午後２時４５分 再開） 

○弘豊委員長 本委員会の所管事項に関

する事務調査について協議します。 

 令和４年度の本委員会による行政視察

につきましては、現在もまん延防止等重点

措置が発令されており、依然として収束の

兆しが見えない状況であることから、例年

どおり５月に実施することが困難である

と考えております。つきましては５月の実

施を見送りさせていただき、５月から６月

の状況に応じて、４月もしくは８月に近隣

市へ日帰りで実施できるか判断したいと

思いますが、皆さん、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 では、異議なしと認め、そ

のように決定します。 

 なお、行政視察を実施するかの判断は、

改めて協議させていただきますが、実施す

る場合につきましては、視察項目について

も本委員会で協議してまいりたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 次に、本会議最終日において常任委員会

の所管事項に関する事務調査については、

閉会中に調査することがあられます。本委

員会の所管事項については、学校教育行政

について、生涯学習行政について、児童福

祉行政について、上下水道行政について、

この４点を令和５年３月３１日まで閉会

中に調査することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 異議なしと認め、そのよう

に決定いたします。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午後２時４６分 閉会） 
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